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第 10日目（９月９日） 

○議   長 (小澤 実君)  おはようございます。延会前に引き続き、本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は 21名であります。これから、本日の会議を開きま

す。 

なお、大平剛君から通院のため欠席、代表監査委員から家事都合のため欠席、病院事業管

理者から公務のため欠席の届けが出ておりますので、報告いたします。また、新潟日報社よ

り写真撮影、雪国新聞より写真撮影、録音の願いが出ていますので、これを許可します。 

  〔午前９時 30分〕 

○議   長  ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許します。 

市長。 

○市   長  改めまして、おはようございます。会の冒頭、お時間を頂きまして申し訳

ありません。２点、報告をさせていただきます。ちょっと朝から不快な思いをさせるかもし

れませんが。 

 令和２年９月５日であります。市役所ほか複数の公共施設等に対しまして、本日の午後４

時 23分に爆破をするという旨の脅迫のメールが、実は届いておりまして、対応をさせてもら

ってまいりました。南魚沼警察署に通報しまして、対応を協議したところですが、現実の犯

行に及ぶ可能性は低いのではないかというような判断をされておりまして、避難や施設閉鎖

などの具体的な対応は市としては公には行わず、事態を静観――静観といってもあれですけ

れども、静観することとしています。しかしながら、全職員に対しまして、不審者、それから

不審物が置いてあるとか、そういったものについては、厳重に監視をするように注意喚起を

しているところであります。 

風聞といいますか、うわさ、それからいろいろなデマ等の恐れもあるということで、ここ

で申し上げるべきかどうかもちょっと躊躇したところですけれども、議員の皆さんにはぜひ

ともその辺をご理解いただきたいというふうに思います。努めて冷静に対応していただきま

すように、お願い申し上げたいと思います。 

 ２点目でありますが、実は、これもまた今年の山の木の実の不作ということが顕著になっ

ておりまして、熊の出没が昨年と比較にならないくらい多くなっております。昨年が空前だ

ったわけですが、今年はもう既に人家等の敷地に入るというような状況が生まれていまして、

大変心配をしています。 

そういう中で、昨年はクマ出没特別警戒警報という形で出させていただきました。今年は

もっと早い段階からの対応が必要であるというふうに今、考えておりまして、この後、我々

としてはいろいろの関係の皆さんと対応してまいりたいと思います。議員におかれましても、

それぞれ地域を代表されている部分もありますので、ぜひとも注意喚起等をよろしくお願い

したいと思っております。 

以上、報告でございます。 
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○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

○議   長  質問順位 12番、議席番号 10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  おはようございます。傍聴の方、早朝よりありがとうございます。 

 ただいま、市長からの報告がありましたけれども、林市政４年間、いろいろな方面からの

悩み事が幾つもあった気がいたします。 

 それでは、発言を許されましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

市長選挙について 

 本年、11月 15日に控えた市長選挙についてです。平成 28年 11月 28日、候補者３名とい

うとても厳しい選挙戦を勝ち抜き、林茂男南魚沼市新市長が初登庁されました。あれから４

年がたち、１期目の任期も残すところ、あと約２か月となりました。市長は昨年 12月議会に

おいて２期目の挑戦を表明され、課題山積の中、市の発展と市民の安心安全のため、日夜の

努力に対し敬意を表するものであります。 

 今年は異常少雪に続き、未曾有のコロナショックに見舞われました。全世界の誰もが初め

て直面しているこの難局を乗り越えるには、ますます市長の継続性による強いリーダーシッ

プが必要であり、市民の期待するところであります。改めてこの難局を踏まえ、２期目挑戦

の決意を伺います。 

以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○議   長  塩川裕紀君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは塩川議員のご質問に答えてまいりたいと思います。 

市長選挙について 

市長選挙についてであります。早いものかと思うのですけれども、私としては、どちらか

分からないというか、早かったのか、長かったのか。そのくらい自分が生きてきた中で最も

濃い４年間――まだたちませんけれども、それを過ごしてきたなと思います。本当に皆さん

のおかげであります。 

 市長に就任をした直後の平成 28 年 12 月定例会の所信表明、あのときはやはりまさに足が

震える思いでここに立っていたわけですけれども、本当にそういうような気持ちでありまし

た。その中で申し上げたことを、今さらながらに振り返っています。「地域の活力を維持し、

人口の減少を緩やかにして、この地域が生き残っていくために、市長自らが先頭に立って行

動したいと考えております」と申し上げ、「「若者が帰って来られる、住み続けられるふるさ

と・南魚沼市」を実現するために、あらゆる施策を積み上げ、集中して取り組みます」と、こ

こで申し上げました。どれだけできたかは、自分としてはいろいろな思いがありますが、あ

とは市民の皆さんがどのような点数をつけてくれるかということにかかるのかなと思います。

自分で評価をするわけにもいかないというふうに思っています。 

以来、市内各地で行われる行事――様々あります。イベントもあります。ほぼ休みがない

状態で４年間を過ごしてまいりました。今年はいろいろなものが中止になっておりますけれ
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ども。そして、各種団体の会合などにも、可能な限り積極的に足を運ばせていただいて、で

きるだけ現場の声を聞く。そして、自分の目で確認をする。いささかまだまだ足りないとこ

ろがいっぱいあるというふうには、もちろん自覚しておりますけれども、できる限りのこと

を自分としてはやってきたつもりであります。 

直接市民の皆さんの意見を聞く機会は、議員の皆さんもそうだと思いますが、市長という

立場になると、また非常に大きな数の場面に出くわします。いろいろな心配事の相談も当然

あります。これらを自分で確認することが大事だと思ってやってまいりました。トップセー

ルスマンとしてと、自分では見えを切って言っているところがありましたが、それに近い気

持ちで取り組んできたつもりであります。市政運営に邁進を、一応私としては、自分として

は、自分の力を自分が一番知っているわけなので、その中では頑張ってきたつもりでござい

ます。 

近年は、先ほどお話がありましたように、熊の出没、災害が途絶えることなく毎年続く現

状、異常少雪、そして新ごみ処理施設の建設予定地の白紙撤回にならざるを得なかった点、

そしてこれは当初よりも深刻化してしまった、医師不足に対する医師確保の問題、新型コロ

ナウイルス感染症への対応や対策。これらは本当に大変な時期でありまして、解決しなけれ

ばならない重要な課題というのは、まさに直面し続けていると。毎日起こってくるというふ

うに言ったほうがいいくらいあります。決断は毎日です。小さいものから大きなものまであ

りますが、そういう緊張感で４年間やらせてもらっています。 

少しずつではあると思うのですけれども、私は南魚沼市は大きな意味でよい方向に向かっ

ていると思っています。また、そうでなければやっている意味もありませんので、そう思っ

ているところです。 

しかしながらですけれども、人口減少は、なかなか緩やかにならない問題があります。そ

して、いろいろな分野で人材不足が生じてきています。先が見えない今のコロナ禍の問題。

これらをはじめ、本当にどうやっていこうかということで、２期目を目指すという宣言を自

分でもうしていますので、もし、そういうことがあれば、この問題を１つずつ実直に、愚直

に対応していかなければならないと思っているところであります。 

南魚沼市をアピールし、雪のすばらしさ、可能性をアピールする舞台と位置づけていた東

京オリンピックなども延期。これは実現も非常に今のところ不透明な感じが、そういう感は

否めないところもありますけれども、思い半ばの事業も本当にたくさんあります。課題も山

積をしていますけれども、やりたいことも本当に多くあって、そして今のところ、寝ていて

も考えている自分は４年間変わっていないので、沸き起こってくるアイデアとか、自分とし

ての情熱、こういったものが全く４年前から変わっておりませんので、これが尽きたときに

は市長を辞めればいいというふうに自分は覚悟しています。その思いがまだありますので、

頑張ってみたいと思います。 

 本当に４年間、多くの方に支えられて、大変すばらしい方々との出会いもありました。市

長の名刺というのがこれほどかと思ったときが何度もありました。自分が思えば会えない人
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はいないということにも気づかされましたし、それがひいては南魚沼市の将来の何事かにつ

ながればという思いでやらせてもらっているので、今後も引き続き、そういう気持ちでやっ

ていきたいと思います。 

せっかく生を受けたというか、親のおかげですけれども、命をもらいましたので、この命

がどのように燃やされるかというのは、まだまだ自分としてはやり切れていないというふう

に思っています。チャンスを市民の皆さんから与えていただけるのであれば、繰り返します

けれども、「若者が帰って来られる、住み続けられるふるさと」この実現のために、リーダー

シップを発揮させていただき、引き続き全力で取り組ませてもらいたいという覚悟でござい

ます。 

以上です。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

それでは、この４年間を総括して、幾つか伺います。今ほど市長からも何回かお話があり

ましたけれども、４年前からのキャッチフレーズは「若者が帰って来られる、住み続けられ

る南魚沼」を目指すということでありました。全国的に人口減少が加速する中、今後また、

今までもかなり力を入れてその辺は取り組んできたと思いますけれども、今後ももう一歩何

か思いがありましたら、お願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

明確な答えになるかどうかはちょっと別として、もうどんな人も、どういう書き物であっ

ても、行政に携わったり、それから議員さんとか、我々のような首長は、全部が人口減の問

題ということを言います。言いますが、自分の中の思いとしては、４年間やってきてみて、

人口減というのは本当に難しい問題で、大きな歴史的な流れの中にもあるというような気が

していて、されどその中、自分でどういうテーマで、どういうモデルがあるのかと思ってい

る中では、やはり 8,000万人のドイツ。そして、日本の国土と大体同じ広さがあるドイツが、

道路網や例えば電車、鉄道網とかを含めて、日本の大体 1.3 倍から 1.5 倍のそういう目がき

ちんと網羅されている、国で造り上げている。だから、移動時間がドイツの大体 1.5 倍日本

はかかる。 

例えばそういうこととかが、人口減は難しいのですけれども、国のモデル――別に国政を

やっているわけではないので言えませんが――そういうことを頭に置きながら、では、我々

の市をと考えた場合に、何が考えられるかということを、やはり探求していかなければなら

ないという思いです。 

そういう中では、今議会でもいろいろ言われたりしている、例えば公共施設の在り方、数

の問題。これが人口とマッチしたものでなければいけないのは、当たり前過ぎる当たり前の

話であって、しかし、いろいろやはり削っていくというのには、思いやそういうものが絡む

わけです。そういったところをいかにやっていくかということや、がゆえに、例えばそこを
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やる首長として、どういう姿勢であるべきかというと、嫌なことも言う、大変なことも言う。

それが例えば、どうしても首長も議員の皆さんもそうですが、選挙等に絡むわけです。けれ

ども、たとえそれが評価をそのときはされなくても、今やらなければいけないことは、どう

しても果敢に訴え出て、逆にそれを論争や議論の種にもしながら、本当のことを語り合って

将来をどういうふうにするかということを目指すということをしていかないと、私はこれか

らの行政とか、市政とか、そういったものに携わる人間の資質としては劣るのではないかと

いうふうに、自戒として思っていたりします。 

だから、４年前と考えは変わっているわけではないのですけれども、いろいろなことを思

いながら考えてきた４年間というふうに思っています。これらをやるべきではないかという

ふうに思っています。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

思いは伝わってきます。今まで市長が取り組んでこられた、ふるさと納税を活用されて、

子育て支援のところに大分力を入れていただきました。子育ての駅「ほのぼの」を、国内で

初めてイオングループの公的利用をしたというところと、あと、暑さ対策で小中学校全校の

普通教室のエアコン配置、そこら辺にかなり力を入れていただいて、市民からとてもありが

たいという声が聞こえてきます。 

今後もゆりかごから墓場までという幅広い市政の中で、やはり子供たちに充実した環境を

与えてあげるというのは、非常に親御さん、保護者の方たちからも南魚沼市はいいところだ

と、今後、発信されていくところだと思うのですけれども、市長のお考えを伺います。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

２つあるかと思っていて、子育ての、生まれた子供さんに対するとか、義務教育課程や高

校生くらいまで、例えばその後に大学とかに進む奨学金もあるかもしれません。そういった

一連のところが途切れないように、それを広義の意味で子育てと言うならば、そこの部分の

施策――本当は国が一律できちんとあるべきだという話は何度もしていますが、そうならな

い以上、ほかの地域と私ども南魚沼市に格差があってはならないと。ここはいいけれども、

こっちはものすごく悪いとか、そういうことでもいけないから、その辺のところのならし方

というかに、非常に心を砕いていかなければならないと今は考えています。これからの施策

展開の中で十分に考えていく。 

 そしてただ、子育てというのは、私も社会人になる子供まで――一応、３人いるうちの１

人は社会人になりましたので、ずっと見てきた中で親が言うことは正しかったと振り返りな

がら思うわけですけれども、自分も親としてやってみて思っているのは、やはり高等教育に

お金がかかり過ぎるという問題。例えばそれがひいては、今、看護師さんの、返さなくても

いい奨学金の創設とかにも、そういう発想も、一応、現場の本当の声で、人が足りないとい

うこともあって取り組んだ。 
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ここに端を発してやるべきは、小さい子供たちの子育てのところだけを充実させても、ち

ょっと片手落ちで、そうではなくて、そこにある子供たちが生き生きと勉学やスポーツに励

む環境を整えて、そして夢を持つというか、そういう子供たちが輩出され、一旦は外に出て

もいいし、そのまま活躍を続けてもいいけれども、その中の何割かはきちんとこの地域に帰

って来て、この地域の将来にわたる産業とかを、誇りを持って支えていく人材。そういう子

供たちが出てこない限り、子育てのことだけ充実しても駄目ですし、では、はたまたその奨

学金とか、夢を持つ人材、例えば松井利夫さんのような気持ちを持っている方の――あそこ

が具現化した言い方だと思うのですけれども、そういう人材づくりのことばかりやっても駄

目。 

非常にバランスというか、全体で物を考えていかなければいけない。南魚沼市でもいろい

ろな形でそういうことに向かおうという機運が今、高まりつつあるというふうに思っていま

すし、それが求められているということを常日頃感じてもいるので――業界の皆さんからの

人材不足の話もありますし。深みを持ったというか、懐の深い子供たちの育て方というのは、

ただ１点ではなくて、いろいろなことがあるのだというふうに思っているので、これらが実

現できていく市政をやってみたいという思いです。また、途中だと本当に思っていますから。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

我が市でも、このたび多額な寄附を下さった松井利夫さん、それからニューヨーク県人会

の方もいらっしゃいます。我が市からもかなりすごい方々が出ているということで、そのパ

イプを使いながら、いろいろアドバイスを受けながら、また将来に向けて人材を育てていく

ような施策を打っていただければありがたいと思います。 

 それから、またちょっと変わりますけれども、今後において、ますます市町村同士の競争

激化が予測される中、市町村の発信力が極めて重要であると言われております。 

ちょっと話があるのですけれども、昨晩たまたまついていたバラエティークイズ番組の中

で、市のマークを推理せよというクイズがありました。全国の幾つかの市の名前と市章、市

のマークですね、それがばらばらに出ていて、それを正しく結びつけるというようなものが

ありました。何げなく目をやったら南魚沼市のマークがあったのです。さすがに稲穂のマー

クが入っていますので、そこで名前が「南魚沼市」ですから、無事に正解してくれましたけ

れども、ついにここまで来たかと、大変誇りに思ったところです。 

本当にここ数年非常にテレビなどのメディアで我が南魚沼市が取り上げられる機会が増え

てきたと実感しているのです。私も林市長の発信力を高く評価している一人でありますけれ

ども、さらなる南魚沼市の魅力の発信に向けて市長のお考えを伺います。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

その番組はちょっと見なくて申し訳なかったですけれども、うちの市章が出たのでしょう

か……（何事か叫ぶ者あり）話は聞いていました。今後、世界ふしぎ発見で、12日放送に南



7 

 

魚沼市が取り上げられる。ありがたいことです。 

 民間の皆さんの努力もすばらしいと思います。例えば牧之通りとか、浦佐の通りとか、様々

取り上げる材料はいろいろ違いますが、そういう発信力というのが高まってきていると思い

ます。１つには、例えばふるさと納税でお米がとか、そういうことも調べる人たちからして

みれば、やはりそこにつながっていくのだろうから、いろいろなことが絡んでいくと思うの

です。 

行政も努力していることは事実です。私はこれまで担当している――人も変わりますけれ

ども、そういったところが本気になってやってきたという成果もある。その辺も褒めたいと

いうところもありますが、やはり民間、そして行政、そしてこの地域、そして地域から出た

人たちの思い、それに手を貸してくださる人が、今、非常に増えているということもいろい

ろあるのかなというような気がしています。何もしなければ、多分こういうふうにはなりま

せんので。 

私が発信力があるわけではありませんが、しかし頂いたバッジは常に外さずにやっていま

す。おかげさまで米の名刺とこのバッジで、１回会った人で私のことを覚えない人はいない

というか、本当に。名前は忘れていますが、いつも「米の市長だな」と言われます。これは本

当に実際で、ぜひともこういう機運を広げていけば、南魚沼市の発信力――大それたことは

できませんけれども、徐々に、徐々にということだと思います。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

トップセールスマンとして南魚沼ブランドを強力に発信していただいて、今回の議会の中

でも話がありました、雪室の熟成された地場産品を全国の皆さんに食べてもらえるという環

境が、今、整いつつありますので、また今後もトップセールスマンとして駆け抜けていただ

ければと思います。 

 それから、ちょっとまた話は変わります。今議会でも多岐にわたり何人かの方が質問され

ておりましたけれども、現在、全世界で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、まさに

見えない敵との闘いであり、国民の暮らしにおいて新たな生活様式への取組が迫られる中、

市民の命と暮らし、そして経済との両立は市政にとって最重要課題と考えます。 

幸いにも南魚沼市ではいまだ感染確認には至っておりませんが、今後も長期化が予測され

る中、対応に当たって全国の首長の政治手腕が強く求められ、さらには試されております。

今までになく、それぞれの地方、それぞれの自治体の現状に合わせた取組が求められている

ところですが、市長のお考えを伺います。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

全国の首長の手腕が問われている、新型コロナウイルスに対してというのは、ちょっと私

は違和感があるというか。今回をずっと振り返ると、国は何をしているのだとか、確かにそ

ういうところもあったのですけれども、何かマスクばかりが言われたり、いささか本当の肝
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の部分から外れているなと思って、実は私はずっとニュース番組とかいろいろ見ていました。 

国はその後にやはりいろいろな交付金をきちんとつけて、我々の後ろ支えをしてくれてい

ます。やはりこういったことに使う、非常に自由裁量の利くものを用意してくれていますし、

そういう意味で批判だけしていいのかという思いがずっと私はしていました。今もそういう

嫌いが――ちょっと今また首相の退陣によって角度が変わってきましたけれども、本当はそ

れでいいのかという思いはずっと持っていました。 

 それとは別に、耳目というか、聞く耳をきちんと持てば、いろいろなやり方の失敗とかも

あったり、好きなことばかり言えませんけれども、大体でもやらなければいけない内容とい

うのは決まってくるので、例えば新型コロナウイルス対策で全国の自治体の長の手腕が競い

合うというようなイメージは、私はあまり持っていないのです。 

それ以上に、今こういう状況だから、次のところに向かって何を始めているかというとこ

ろが大事だと思います。今まさにそこに直面している首長になっていますが、新型コロナウ

イルスの対策は、例えば違う人がやっても、このことに対応しないなどという首長はいない

わけであって、それはそれで誰でもいいというわけではないのだけれども、やっていると思

うのです。 

しかし、今まさに、この次を考えて準備をすること。その新型コロナウイルスにかずける

ことなくです。やらなければいけないこととか、今、話を始めなければいけないこととかを、

冷静に判断していかなければいけないのが、どちらかというと首長に求められているのでは

ないかと思っているので、そういう意味では競争ではないのかなという気がします。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

今回の自民党の総裁候補の中の１人の方が、非常に地方が大事だという話をされていると

ころですけれども、やはり国から交付金を頂いて、それを生かし切るのがその自治体の首長

以下執行部の方たちだと思うのです。今現在、それがいろいろな批判がある部分もあったり

するのですけれども、非常にいい使い方をされていると思うのです。現在の市長の所見を伺

います。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

地域によって経済影響の違いというのはいっぱいあると思うのです。農業が本当に主たる

ところの自治体だったら、我々と違う施策の仕方が当然あるし、うちの場合だと農業もあり

ますが、あまり農業のところに今は新型コロナウイルスの対策では向かっていませんけれど

も、それはまた違う複合的に農業を高めるための施策は打てるはずなので、直接この新型コ

ロナウイルスのことだけ言うと、うちの場合は観光業のところに、対応策としてまだ光が当

たっていないと。こういうことをやっていかなければならないので、場所はそれで全然また

違ってくるという気がしています。 

 あとは今回の交付金だけではなくて、まだ私らの、現在になっても、国から頂くという感
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覚。これを変えていかない限り、地方創生はあり得ないと思っているので、ちょっと国の仕

組みをそろそろ変える大きな議論を始めてもらいたいと。例えばここにいながら通えばいい

国土を造るとか。さっきドイツの例も言いましたが、そういうことがやるべきことなのだと

思っています。そういうことがいろいろな議論の上に、総裁選とか、これからの国会もやっ

てもらいたい。何か批判とかだけではなくて、もっと本気の議論をしてほしいということが、

一首長としてのことです。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

新型コロナウイルスばかりではなく、その使い方はいろいろあると思うのですけれども、

昨日ですか、４番議員の質問の中にもありました。大きい会社がこの地域から撤退をしなけ

ればいけないような話も聞き及ぶ中で、やはり質問の中でも、そこへ通う方たちのインフラ

整備というのが非常に大事ではないかというような話もありました。そこら辺の環境を整え

ながら、また一段と魅力的な南魚沼市になっていけばいいなと思います。 

 それから、あまり細かいところまで今日はあれですけれども、一つ、市長が心を砕いてお

ります、医師確保の話です。医療のまちづくり検討委員会の顧問の外山先生、あと岡崎先生

がいらっしゃいますが、非常に前向きなお話を頂いているという話は聞きました。外山先生

とこの間、ちょっとお話をした中で、今、必要な医師は兄貴的存在の医師だと。その人を慕

って、全国から集まってくるというようなお話があった中で、その岡崎先生という方は非常

に兄貴分的存在という話なのです。 

そこら辺の感じを市として非常にバックアップしながら、岡崎先生を慕って駆けつけてく

れるお医者さん、そこら辺の方々にお声がけする。それはこれからの話だと思うのですけれ

ども、これからのビジョンか何かありましたら、お話をお聞きしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

これまで、今まさに頑張ってきた先生方にも兄貴分的な方はいらっしゃいます。例えば大

和病院の松島先生とかですけれども、本当にいらっしゃいます。そして最たるものは、ちょ

っと歴史的に遡りますが、やはり旧大和病院を頑張っていただいた先生方。特に私どもが議

員になってからも、うちの家族もそうですけれども、地域医療の問題としていろいろなこと

でお世話になりました。 

そして、私が議員になってから、病院建設が間近に控えていましたので、全国のいろいろ

なところを見聞させていただいたり、調査に出かけて地域医療のことを聞くと、「あなた、自

分の足元にあるではないですか」と、さんざん言われたのです。そして、例えば黒岩先生を

代表するような、大和病院の大和イズムというか、のことについては、まさに地域医療とい

う言葉を作ったかに思えるような実践があったわけです。 

本当に兄貴分と慕って、様々な皆さんがそこのところに学びにも来たし、手伝いにも来た

時代だったと思います。まだそういう先生がごまんといます。今回、医師確保のことでいろ
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いろ歩く中で、「いや、大和病院に行っていたのだよ」と言う先生ばかりです。会う先生、会

う先生。それくらいなのです。 

なので、そういう歴史というか、誇りというか、そういったものが今現在、市立病院群が

まさに引き継いでもいると思いますし、これから高めていければ一番いい形ではないかと私

は思います。がゆえに、その兄貴分的存在というのはやはりどうしても必要で、今回の寄附

講座の中でも岡崎先生が――まだ決定がないのでちょっとですが、恐らく特命の教授として

寄附講座の中で着任をされると思います。まさにそういったところに研修生や、そしてそう

ではない、またもっとやろうと思っている医師、お医者さん方も必ず門をたたきに来るはず

だというふうに思います。 

絶対そうなると自分が確信を持ったのは、先般、自治医大病院の現学長先生、永井先生や

その前の先生方や、そしていろいろな人たちに今回のお礼を申し上げに出向いたときに、岡

崎先生の話がみんな出るわけです。さいたま医療センターは自治医大病院の非常に大きな病

院ですけれども、その病院の皆さんが尊敬するというか、すごいと思うほど。近くにある新

久喜総合病院の院長だったわけです、心臓血管外科の。それほどご高名な方が、地域医療を

ここでやろうということで、現在、そういう形でこちらに赴任をして、まさにここでやって

いこうと。ご本人と話をしても非常に意気盛んでありますが、そういう方がですね。 

岡崎先生に限らず、次にやってくる若い先生も含めて、まさに総合診療医として来ていた

だくわけです。そういう皆さんがベテランの先生方とも一緒になってこの地域医療を見てく

れれば、必ずやそういう方向に向かっていけるのではないかと、まだ本当に歩み出しですけ

れども、そういう思いがしているので。ビジョンとか構想とか大それたものではないですけ

れども、そういうところからしか始まらないだろうというふうに思います。いくら語っても

医師を確保できなければ、話しているだけですから。そういう状況があるので、少しだけ前

を向いたという思いがしています。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

この南魚沼市は、大和町の歴史がある医療に対しては、地元の方たちの思いも非常に強い

ところであります。９月に医療のまちづくり検討委員会の答申がまとめられるそうですけれ

ども、それをしっかり見ながら、地域医療発展のために、またお力を発揮していただければ

と思います。 

 最後に、この場でお聞きすることではないかもしれませんが、初登庁以来、市政発展のた

め、苦楽を共にしてきた市の職員への思いが、もしありましたらお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  市長選挙について 

思いはいっぱいありますが、まさに今、真っただ中にいてやっていますので、これは、自

分でもしも――必ず辞める日が来るわけですから、そういったときは思いの丈を話させても

らいたいと思います。今ここであまり言い過ぎても、明日になったらまた違う角度から話を
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するかもしれませんので。 

ただ、非常に頑張ってくれています。特に、この新型コロナウイルスの問題については、

日常業務がありながら、新型コロナウイルスの施策をどんどん皆さんと一緒に諮って決めて、

打っていく。その過程においてはどれだけの仕事量であったかということや、そして市民と

の直接窓口で交わされる言葉や電話での対応は、大変なものがあったというふうに思ってい

ますので、よくぞこの間は耐えて頑張ってくれたと思いますし、逆にそれは非常に勉強にな

ったはずです。 

10万円の給付もありました。いろいろな制度設計をやりました。これらは日常業務のほか

にやっているということを本当に思います。だから、災害級――災害が起きたときもそうで

すけれども、そういうことが起き続けているという状況で、今、市政が運営されている中で、

職員が健康にきちんと留意して、まずは心身を強健にしながら立ち向かってもらわなければ、

市は、公は一日も前に進まないというふうに思っているので、その点を評価しています。 

○議   長  10番・塩川裕紀君。 

○塩川裕紀君  市長選挙について 

非常に皆さんの聞いている中で言いづらい部分もあったかと思いますけれども、思いを聞

かせていただきました。 

 この４年間で林市長の故郷への思い、湧き出る情熱によりたくさんの種がまかれました。

その中でようやく未来に向けて芽が出始めた取組があります。「継続は力なり」という言葉が

あるように、今までの実績を踏まえ、またこの場に戻ってきていただき、約５万 6,000 人の

市民の生活の安心安全、市の安定運営をさらに林市長にお願い申し上げまして質問を終わり

ます。 

○議   長  以上で塩川裕紀君の一般質問を終わります。 

○議   長  質問順位 13番、議席番号７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  議長より発言を許されましたので、私、７番議員の勝又が一般質問を行い

ます。 

 先ほどの市長のお話にありましたように、寝ていても物を考えているというお話がありま

した。まさにそのとおりであろうと私は思います。夢の中でも仕事をしているのであろうと、

そんなふうに思います。また、市の職員に対して、ここで感謝の気持ちを述べられたのを、

また我々がその話を聞けたのは大変いいことだったと思います。 

 その大きなものを背負っている林市長に、このたびも３つの質問を用意いたしました。可

能であれば改善の要望を含めてのものであります。この議場で質問するときに、いつも頭を

よぎるのは、私たちは思い込みの世界に住んでいるのはないかということであります。これ

でいい、これでいいと、そう思っている限り、進歩、向上はありません。ときには現状否定の

考え方もあっていいのではないかと思います。 

現状否定といえば、一つ分かりやすい事例を申し上げてみたいのですが、市庁舎に入って

すぐ左側のちょっと上のところに、市民からの投書に対する回答があります。６月の議会の
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ときには 12月の投書に対する回答でありました。８月の暑いさなか、２月の投書。すなわち

スキー場のゲレンデについての投書の回答が、８月の暑い時期にあったと。 

９月２日に内容が更新されたのですが、４月の投書についての回答であります。緊急事態

宣言が出されるであろうが、というような内容についての回答でありました。既にその後、

緊急事態宣言は発動され、また解除されて数か月が経過しています。時期外れの投書の公開、

これで果たしていいのかどうかと。これについては議会や委員会で何度か発言があったはず

であります。 

こういうものも情報公開の一つとして改めるべきものではないかと、そのように思うので

すが、毎日、毎日あそこを市の職員が大勢通るわけです。あれを何とかしようという、そう

いう話が持ち上がらない。半年遅れるということが大変不思議ですけれども、それをまた不

思議に思う人がいないということ自体、全く不思議なのであります。この辺も改善していた

だければと、そんなふうに思いますが、さあ、私の質問であります。最初の質問のみ壇上に

て行います。 

１ 情報公開について 

最初の質問は情報公開についてであります。南魚沼市の情報公開はどのように進められて

きたか。４年前と比べて具体的にどのような改善が見られたかについて丁重にお尋ねします。 

情報公開は市民の知る権利の保障という考え方から、真の民主主義であれば当たり前のこ

とであります。税金を使って行う行政の情報は誰のものか。情報を役所が私物化してはなら

ないという考え方があります。税金で行ったことは全部公開するという姿勢を貫いている自

治体もあると聞きました。情報公開、情報開示に努め、より透明性の高い行政を目指すべき

であるということは言うまでもありません。 

４年前といえば、市長が交代した時期であります。４年前と比べて改善が見られたかどう

かということの、その質問であります。市長が交代したことにより、我が市の情報公開もあ

るべき姿として改善されるのではないかと期待していましたが、その改善がなぜか目に見え

る形として伝わってきません。情報公開の姿勢になぜか熱心さが足りないのではないかと思

うのであります。 

市長は何事によらずスピード感を持って対応するように、というお話を繰り返してまいり

ました。ぜひともこの点においてもスピード感を持って対応していただきたいと思います。

この情報公開については、市長の号令次第で金をかけずに改善することができると信ずるも

のであります。この点についてお尋ねします。 

壇上よりの質問は以上とします。 

○議   長  勝又貞夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは勝又議員のご質問に答えてまいります。 

１ 情報公開について 

情報公開についてであります。情報公開は非常に幅広い。情報を発信するということも含
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めてかもしれないし、情報公開請求というのもあったり、幅広いのですが、なるべく全体像

の話をします。 

 先ほど、玄関入り口の、すぐ入ったところの表示というか、掲示物の時間が過ぎていると

いうご指摘でした。市長職になって、ちょっと自分でもびっくりしているのは、毎日とは言

わないけれども、本当に投書がいっぱい来るのです。自分で全部目を通しています。そして、

こういう文章の返し方でいいかというのを、最後に判こを押します。すごい数です。電話も

メールとかもある程度のやつは来ます。今回のプレミアム付き飲食・宿泊券については、膨

大なメール関係は一応、全部目を通しています。実はそれだけでもすごい時間がかかります。 

そして、掲示したものの日付が遅れているものがあったら、ご指摘のとおりなのでしょう

から、お詫びをします。なるべく改めるように頑張りますが、来たものをそのご本人に返す、

これが多いのですけれども、それについてはほぼ即座にやっています。この点については、

自分の名前を書いて出した人、今そういう人が多くなってきていますけれども、そういう方

にはもうすぐ、本当に近日中に届くくらいのスピード感を持ってやっているということも一

応、思っていただければと思います。以前がどうだったか、ちょっと私は分かりません。比

べようがありませんが、その旨でやらせてもらっています。これは改善すべきは改善してい

きたいと考えております。 

 あとは情報。その先のあそこに入ってきて、左側は市民の窓口になっていますが、こちら

の部分は情報提供コーナーという位置づけになっています。平成 28年度において、来庁者の

皆さんの各種の手続きの利便性を高めるために、まずさっき言った、総合窓口ができて、そ

して本庁舎１階のフロアを整備したとき、ここで始められています。 

市では多くの市民から市の情報をご覧いただきたいと考えていまして、情報公開というこ

とも含めて、そういう書棚に様々なお知らせとともに、市の主要な計画などが並んでいるコ

ーナーとかをやらせてもらっています。まだまだ不足のところがあるかもしれません。もう

ちょっと映像で訴えるべきものがあったり――思いとしては、議会のこれが生で、今、下で

放送されているとか、映像が流れているとか、そういうことも含めて、今後、考えたい。本当

に考えたいというふうに思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 市のウエブサイトについては、以前よりも私は拡充してきたというふうに思います。まだ

まだ見やすさとか、早くその場所にたどり着けないとかという苦情もありますが、鋭意、そ

のときに改良を加えたりということをやっていますので、逆にどんどんご指摘ください。そ

してそれに向かって対応していきたいと考えています。 

 市長としては日々の生活を、市長の活動フォトレポート、こういうコーナーを設けたり―

―これは情報公開、情報発信ということ。皆さんに分かっていただこうということも含めて

やっていますし、個人的なものも当然やっています。 

各課からの情報をタイムリーに掲載する。これは市長就任後に私から、それぞれのところ

でどんどんみんなが広報官になってほしいと。各課ごとにです。そのくらいの気持ちでやろ

うという話を、毎日言っているわけではありませんが、そういうことを伝えて、まさに立ち
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上がっていると思います。例えば消防なんかも出来上がっています。ほかの課でもいっぱい、

今、貼り付けが多くなっています。こういったことも含めてやらせてもらっています。十分

ではないかもしれませんが、というところです。 

 今回の新型コロナウイルスのことについては、特に第３弾までは、私自らが出て、動画で

生の声で訴えたりということもしてまいりました。これからもしていきたいと思います。次

は第４弾、第５弾になるかもしれませんし、そういう角度でやりたい。たしか昨日の一般質

問の中で、例えば感染者が出た場合の呼びかけ。落ち着きましょうということとか、人権に

関わるようなことをしてはなりませんとか、そういうメッセージもこういったところで発信

ができればというふうに考えて、もう原稿は既に作ってあります。なければいいのですけれ

ども、そういうことも含めて準備をさせていただいています。 

 情報公開請求という視点もあります。これについて申し上げると、南魚沼市情報公開条例

に基づいて行っております。どのくらいの数があるかちょっと発表してみたいと思いますが、

情報公開請求書などは多くの方々にご利用いただけるように、まずは市のウエブサイトに掲

載をしています。近年、この条例に基づく請求というのが、４年前の平成 28年度ですけれど

も、15件だったのです。これが昨年度は 28件、今年度は今の時点で 19件の情報公開請求の

申請があります。これは非常に増えているというふうに思ってよろしいのではないかと思い

ます。年によってもちょっとばらつきがございます。 

そんなことで、情報公開は、大変心を配らなければいけない点だと思いますので、ご指摘

いただいたところは謙虚に受け止めさせていただいて、対処し、改めて情報公開の部分につ

きましては、拡充したり、努力をさせていただきたいと考えています。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  １ 情報公開について 

丁寧な答弁を頂きました。市のウエブサイトについて、かなり充実してきたといいましょ

うか、進歩があったというお話がありました。それで、市民の投書について、インターネッ

トで調べてみたのですが、私が見た限り、３月までの分しか見ることができなかった。４月

以降、１件も投書がないはずがないわけです。にもかかわらず、出ていなかったということ

も含めて、情報公開はどうなっているのかという意味での質問を用意したわけです。 

実は文書の公開請求の手続きとか、あるいは議会としてある調査権とか、そういう手続き

を踏んで、情報やら文書等々を頂く場合もありましょうけれども、そこまでの手続きをしな

くても、もう全て公開コーナーで並んでいるというような自治体もあるわけです。先ほども

申し上げましたように、税金で行っている事業については、全て公開すると。情報を役所が

私物化しないという姿勢をはっきり打ち出しているところもあります。それについては常識

の範囲だとは思いますけれども、市長が代わって、多少なりともこの分野においても前進が

あるといいなと私は思っていたわけであります。 

以前もこの類いの質問をしたことがあるので、議会だよりをちょっと読んでみます。「地方

自治体の中には情報公開の進んでいるところと、そうでないところがある。従来、我が南魚
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沼市は情報公開の姿勢に欠けていたように思う。６月にオープンする新図書館に、専用コー

ナーを設け、市民の財産としての情報を公開するべし。」という質問に対して、前市長は「自

発的な情報発信については、市町村で差がある。南魚沼市の情報公開は県の平均以下で、十

分な公開がなされてきたとは言えない。」という答弁がありました。「今後は図書館の利用も

考えて、さらに情報公開を進めていきたい」。そんな質疑が以前あったということを申し上げ

ておきます。 

 正式な手続きを踏めば、文書も出すよ、その内容についても教えるよ、というお話だと思

います。そこまでしなければ、我々議員が直接、その辺で会って、これについて教えてもら

えないか、というようなお話をしても、いや、議員個人には調査権はないのですよ、と言わ

れる機会もだんだん増えてきたように思います。そう言わずに、これがちょっとあるといい

な。何か資料があったらもらえないか、と言っても、ですから、議員の皆さん、個人、個人に

は調査権がないのですから、その続きは議会事務局へ行ってください、というような話にな

るわけです。以前はそうでもなかったような気もするのですけれども、私の気のせいかもし

れませんが、ここ二、三年そんなのであるように感じられてなりません。 

 例えば、以前私が１年目のときに、今泉記念館の収蔵庫の中を４人の議員とともに見せて

いただいたことがありました。去年から今年の１月にかけて、委員会を通じてもう一度今泉

記念館の収蔵庫を見せてもらえないでしょうかと、委員会でお願いしたにもかかわらず、温

度と湿度が多少ぶれるからと、それを根拠に見せてもらえなかったのです。 

あと、以前、駅前のあの図書館の閉架書庫といって、オープンになっているところと、バ

ックルームのような広い場所があって、そこに何万冊も本が置かれています。以前、私は２

回ほど閉架書庫の中に入って見せていただいたことがあります。今回２番目の質問に図書館

の質問がありますので、見たいという希望があれば見せてもらえるのですか、と聞いてみた

ら、個人情報なども多いのでお見せできませんと。いや、お願いしても駄目なのかと。です

から、今申し上げたとおり、個人情報等々が多くて、お見せできませんと、そんなふうに言

われたわけです。 

実はこの地域外のよその大型図書館で、開架書庫と閉架書庫についてのいろいろの質問の

やり取りをしていたところ、そういう話であれば、館長がその辺の話は詳しいですのでとい

うようなことで、いろいろオープンになっているところに何万冊あるとか、あるいは閉架書

庫に何万冊あるとか、そういう扱い、最後の処理はどうするのですかみたいな話を伺ってい

たときに、市民が閉架書庫を見たいと言うときにはオープンにしているのですか、と聞いた

のです。ああ、そういう話があれば、いつでも見せていると。私に、よかったら見ませんかと

言われたのです。私はこちらの市民ではないですよ、と言ったのですが、そんなこといいで

すと。館長が案内してくれたのです。閉架書庫の奥の奥まで見せていただきました。この違

いは何なのだろうと。よそで見せてもらえるものが、我が南魚沼市の図書館では見せてもら

えない。何かよそのシステムが羨ましい気がしたことを思い出します。 

 それでですけれども、２番目の質問と関係するのですけれども、図書館法の中に行政資料
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を収集し、整理し、市民に公開するという部分があります。これは法律の中にあるわけです。

我が南魚沼市のあの図書館の行政資料のところにあるのは、合併以来の予算書と決算書だけ

です。オープンしてから今年で６年目です。その間、何度か市の広報誌を見せてもらえませ

んかと言ったことがあります。実はオープンになっているところに、市の広報誌のつづりが

ないのです。事務所の奥から、はい、ではどうぞ、みたいな。そしてお返しに行くときに、こ

ういうのは本当は市民がいつでも見られるようにしておくべきですよね、というような話を

添えてお返しするのですけれども、５年の間、その改善がありませんでした。 

今年の３月に、やはり私は窓口で、市報とか、あるいは議会だよりとかも市は直接市民に

発信する直接の情報だから、こんなものは当然みんな市民が見られるところに置いておくべ

きですよね、というお話をしたのです。そのお話をしたのは３月。今は３月以降の市報は図

書館にあります。ところが議会だよりはないのです。昨日も、確認してきました。議会だよ

りはどこかに出ていませんかと。ああ、議会だより、ありません、という返答でした。議会人

として大変残念であった。 

予算書、決算書だけが行政資料ではないわけです。市の全ての条例とか、あるいは教育基

本計画とか、ハザードマップとか、あるいは防災計画とか、あとは市の総合計画、実施計画、

そういう類いのものは当たり前のようにそこに、そのコーナーに並べておくべきものだと私

は思うわけです。 

そんな中で、６年が過ぎて、まだこんなことに気がつかないかというような思いが実はあ

ります。大変失礼な言い方ですけれども、よその図書館をつぶさに見ていれば、違いがはっ

きり分かるはずだと。なぜ改善が進まないか。これでいい、これでいいと思い込んでいる限

り、改善などできはしないと、私はそのように思います。今の私の話に何か答弁らしきもの

が頂けるようでしたら、お願いします。 

○議   長  勝又議員、今の質問自体は、もう２番の（３）まで行っているような気が

するのですけれども、とりあえず１の情報公開という部分の再質問ということでよろしいで

すか。（「そうです」と叫ぶ者あり） 

執行部、お願いいたします……（「質問が何だか分からない」と叫ぶ者あり） 

○議   長  情報公開がされていないということだと思う。 

市長。 

○市   長  １ 情報公開について 

今ほどはいろいろなご指摘がありました。私も全部つぶさに把握し切れていなくて申し訳

ないですけれども、基本的には教育部のほうの所管で間違いないと思っているのですけれど

も。実際に使われる方からすれば、本当にそういうふうに思うかもしれないし、確かに前段、

私が答弁で申し上げた、この１階にある情報提供コーナーには、今言われたいろいろなもの

とかも結構並んでいるわけですけれども、それだけでも足りませんし、一体どこまで出すの

かということもいろいろ差があるのかなという気がします。これらについては私のほうから

も教育部のほうの皆さんに、いろいろ善処していこうという話を、もう一度させてもらいた
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いと思って聞かせてもらいましたので、よろしくお願いします。そういうものはあって、し

かるべきだと私も思います。 

 それから、閉架書庫の問題とかは、自分の感覚としては、入って見てもらうことは別にい

いのだと思うのですけれども、そこには個人情報やいろいろなものがもしかして本当にある

かもしれません。そういったことの判断を含めて、深読みして、いや、ここでは何が欲しい

か言ってください。そしたらお出ししますよ、ということは必要に応じてあるのではないか

と思うのですけれども。しかし、中に入って何でも見てもいいですよ、という言い方は、こ

れは多分、ご覧になったところも、あの戸棚を開けたり、あの扉を開けたりして見るという

ことまでさせてくれたかどうかということは分かりませんけれども、しなかったのではない

かと思うのです。そういう類いのものではないか。 

だから、情報公開も議員は先ほどいろいろな窓口に議員という立場で行って、あの資料を

出せ、この資料を出せと言ったら、それはできないというのが普通です。何が必要なんです

か、何の目的ですか、そういうもので出せるものと、いや、いや、それは出してはいけない、

というものがあってしかるべきですから。税金が使われていることはよく分かりますが、し

かし、それだからといって 100％それを全部公開していいなどということにはなりませんの

で、その辺はちょっと節度を持って考えていただければ。考えていただければ分かると思い

ますから、というふうに私は思っているのですけれども。 

あとはちょっと図書館に関することにつきましては、この後の質問にまとめていただけれ

ばと思っています。総体的なことを話させてもらいました。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  １ 情報公開について 

私も申し上げたつもりですけれども、１番と２番がリンクするようなところがありまして、

本当は１本の質問にしようかとも思ったのですが、その辺はまたぐ部分がありましたことを、

次回までの反省としたいと思います。時間の関係もありますので、これ以上いろいろやらな

いほうがいいと思います。 

２ 図書館について 

 では、２問目に移ります。２問目、図書館について。大型図書館ができて６年が経過しま

した。市民の利用も多く、大変喜ばれているものと思いますが、３つの質問をさせていただ

きます。 

 １問目、６年を経過して気がついた問題点があるとすれば、それは何か。この点について

お願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 図書館について 

それでは、勝又議員の大項目２つ目のご質問にお答えしてまいります。この件につきまし

ては、所管をしております教育部、教育長のほうから答弁を申し上げたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
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○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 図書館について 

それでは、１点目の６年を経て気づいた問題点があるとすれば、それは何かということに

お答えいたします。６年の中でいろいろな目標を持って行ってきましたが、昨年度は来館者

数がおよそ 29万人という数になり、これまで開館してからの来館者数は今年度７月末で 165

万人という、たくさんのご利用をいただいているところでございます。 

今の状況を見てみますと、図書館の児童コーナーでは読み聞かせをする親子の姿があった

り、閲覧室には日々の学びのために調べ学習をしたり、読書をしたり、高校生が学習をした

りする、そういう姿がたくさん見えています。そういう面からしますと、建設当初のコンセ

プトに沿った事業は、順調に実施できていると、全体像から考えています。 

 問題点といたしますと、勝又議員から 12 月の一般質問の中でご質問いただいております。

その後、図書館は新型コロナウイルス感染症によって利用を大きく制限しており、市民の皆

様にご不便をおかけしておりますが、改めてこれまでの問題点を３点申し上げたいと思いま

す。 

 １点目は、市民の利用マナーでございます。館内での会話や携帯電話の利用など、基本的

なマナーの問題です。２点目は、六日町駅前のロータリーに面している展示コーナーの有効

活用でございます。３点目は、開館以来の問題でございますが、図書の貸出冊数をどのよう

にして増加させていくか。この３点の問題点を図書館としましては共有しているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  ２ 図書館について 

去年の 12月の南雲教育長と同じ答弁を頂いたように思います。教育長が代われば、別の答

弁があるのかなと私は期待したのですが、そっくり同じでありました。それはそれとしてい

いと思います。 

今後どのように改善していくかということですけれども、その改善の方法も前回の南雲教

育長と同じであれば、ごく簡単にご答弁願いたいと思います。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 図書館について 

図書館の運営につきまして、６年間の経過の中で、ここは課題であるというふうに考えて

いるのは、基本的に大きな問題として職員が大事にしているところでございます。ですから、

先ほどの３つの問題点につきましては、それを何とか解決したいという強い思いで運営して

おりますので、そこはご理解いただきたいと思います。 

 １点目の利用マナーにつきましては、この新型コロナウイルス感染症の予防対策が今、続

いておりますので、間隔を離したり、利用時間も短時間でお願いをしたりしております。そ

のようなことから静かな環境になっております。市民の皆様もそれぞれ気をつけてくださっ
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ていますので、そのマナーの問題につきましては、今後さらに見ていきたいというところで

ございます。 

 ２点目の展示コーナーの有効活用でございます。これもさらに活用をしたいということで、

間仕切りをして、音が閲覧室に漏れないように工夫をしてきたところでございます。グルー

プワークなどの交流をしようという計画でございましたが、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止によって利用を制限しておりました。今は展示をしているところでございますが、こ

れから、そのコーナーでどのような情報発信、いろいろな企業や団体、市民団体の皆さんか

らご利用いただいて活用していただくかは、工夫をする必要があると思っております。 

 ３点目の貸出冊数につきましては、１つは貸出冊数の一度に借りられる数を増やしました

ので、その結果、増加に転じています。当初は５冊でしたが、それから 10 冊、今では 20 冊

になっています。そういう面でも一度に借りられる数が増えていますので、利用が上向きに

なっていると思います。 

 そして、ここは特にお伝えしたいところでございますが、７月から読書通帳をスタートい

たしました。広く子供たち、そして市民全体の皆さんが読書に親しんでもらおうということ

で始めたところでございます。おかげさまで読書通帳は８月末までの２か月間で 1,007 冊を

発行いたしました。このような取組をする中で、新型コロナウイルスで一時休館したり、時

間を短縮したりする中でございましたが、貸出冊数は対前年度比で 15％増というふうに上向

きになっておりますので、これを続けていきたいというところでございます。問題点の今現

在の取組につきましてお話しいたしました。 

以上でございます。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  ２ 図書館について 

問題点については、私とかなり認識のずれがあるかと思います。ここで申し上げさせても

らいますけれども、私が思うのは、蔵書構成のバランスがよくない。それから、改善に向け

ての姿勢が十分ではないのではないかと私は思います。これについては質問の形で用意して

おいたのですが、時間の関係もありますので、自分の考え方を申し述べさせていただいて、

次に進むこととします。 

 図書館について、もう一つ質問があります。ほかの自治体の大型図書館と姉妹関係を持っ

て運営などのノウハウを学び、改善に努めるべきではないかという点についてお尋ねします。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 図書館について 

ほかの自治体の図書館との姉妹関係についてということでございますが、お答えいたしま

す。全国的には国立国会図書館のデータベースを利用して、日本全国でネットワークがあり

ます。その中でさまざまな情報交換を行っております。新潟県の中では県立図書館がござい

ます。県立図書館を中心に相互の貸出しも行っておりますし、具体的な内容につきましても、

情報提供をいただいて参考にしているところです。例えば新型コロナウイルスの対策をどう
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するかは、各自治体の情報を県立図書館が集約して、その中で、この取組は南魚沼市の取組

に有効であるというものを取り入れて実施しています。 

 そして、お伝えしたいのは、図書館はそれぞれの自治体で特色がございます。造りも違い

ます。ですので、それぞれの自治体が特色をいかに出すかを工夫しています。ですので、県

内外の図書館とそれぞれ交流をいたしますし、研修会などに参加して情報交換、情報共有も

します。そのようにする中で、お互いのノウハウを学び合ったりするわけです。ですので、

特定の図書館との姉妹関係をつくるということは考えずに、まずは県立図書館の出張講座を

お願いしたり、近隣の取組を参考にしたりしながら工夫改善を進めているというところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  ２ 図書館について 

図書館については、その自治体によってさまざまな特色があるというお話がありました。

我が南魚沼市の図書館、例えば大和公民館の図書館の分館と、塩沢公民館の図書館の分館の

床の面積を測ってみました。ほぼ似たようなものです。そこに並んでいる書架の数も比べて

みれば大差ない。ということは、置かれている本はほとんど同数近いかなと、似たようなも

のだと思うのですけれども、私はこの質問のために、両方２回、丁寧に見て回りました。 

感じたのは、私、自分の好みとしては、塩沢図書館のほうがずっと好きです。それは明る

さとか、床がきれいだとか、本棚がきちんと並んでいるとかということではなくて、蔵書構

成です。明らかに蔵書構成に違いがある。これはなぜかと。これは選書する人の力なのだと

思います。十日町市の図書館へ行って、あるいは長岡市の中央図書館に行って帰ってくる。

そうすると我が南魚沼市の図書館の蔵書構成とまた違いを感じることがあります。よそを見

て、ああ、羨ましいなと、そう思って帰ってくることも、実は、あります。 

まず申し上げたいのは、基本図書がしっかり揃っているかどうか。もし基本図書の中に大

きく欠けているような部分があるとすれば、そういうものから補っていくべきではないか。

新刊本をどんどん毎月 500 冊も買うということは大変なことだと思います。年間 6,000 冊以

上、毎年買っているわけですから、買うほうも大変だと思います。毎月 500 冊平均して購入

しているわけです。 

そういうところも併せ考えて、よその図書館と我が南魚沼市の図書館の蔵書構成の違い、

特色だと言ってしまえばそれまでです。しかしながら、そのコーナー、そのコーナーに当然

あるべきものがどれだけ欠けているかと、まず、それを把握することが非常に重要だと私は

思います。 

３ 公園の管理について 

さて、次の質問に移ります。さあ、３つ目の質問です。公園管理について。毎日犬の散歩で

公園の横を歩きながら、桜の木の枝の管理ができていない様子を見て、この質問を思いつき

ました。私の場合は美佐島の河川公園の脇を、犬を連れて通るのですが、桜の木の枝がどう
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してこんななのだろうという思いで、都市計画課に行ってその話をしたら、３日もした頃、

きれいに落としてもらいました。その点については大変ありがとうございます。  

思うのですけれども、昨日の市長の話だと、この市内に公園とか緑地とかそういった類い

のところが 33か所というお話でした。私がもらった一覧表には 35か所ありましたけれども、

八色の森公園とか、大原運動公園とか、そういうものを外せば 33 か所なのかもしれません。 

それで、このたび、この質問のために全ての公園を自分の目で見て、写真を撮ってまいり

ました。管理そのものに非常にばらつきがある。ほぼ放置されている、草の丈がすごくて、

分け入りながら入っていくと、みたいな。あるいは、どこが境で、どこからどこまでが公園

なのか分からないと。雑草がぼうぼうでとか、そういうところもあるわけです。そういうと

ころはおのずと利用客も少ないのではないかとそんなことを思ったりして、これを一般質問

にさせていただこうと、そんなふうに思いました。 

１番目、公園管理は適正に行われているか否か。改善が望まれるとすれば、それはどんな

ことでありましょうか。お尋ねします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 公園の管理について 

それでは、勝又議員の３つ目のご質問、公園の管理についてお答えします。まず１点目の

お尋ねの部分、適切に管理が行われているかということと、改善が望まれるとすればという

ことであります。昨日の永井議員とのやり取りの中で大分いろいろな話をしましたが、重な

る部分もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。 

 公園の管理業務ですけれども、まずは草刈り、それから今も話が出た枝の処理、雪囲い、

清掃、それから除雪などがあるかと思います。草刈りや枝処理、除雪については、都市計画

課の職員が直接行う場合と、それと業者の方、それからシルバー人材センター、地元で組織

をする管理団体、これらに作業を委託する場合があります。 

委託をしている公園は、規模や利用の頻度などによって作業の回数をそれぞれ変えている

ということでございます。草刈りについては、今年のように雪消えが早い場合、農業をやっ

ている方は誰でも分かりますが、回数が増えます。予定の作業回数では不足してしまいます

ので、状況を見ながら直営で草刈り作業を追加して行っている公園などもあります。 

公園に専門の管理者を置くことや、公園の形態がそれぞれ違うということから、一律の基

準で管理が全部行き届くかというと、ちょっとそこのところには疑問があります。現在の予

算の中での公園の管理というのは、その意味ではおおむね適切に行われているものというふ

うに報告を受けているところでございます。 

 市内には多くの公園がありまして、個々において利用者がある程度限定をされているもの

もありますし、利用率が極端に少ないというものもやはり存在しています。これは昨日の永

井議員とのやり取りの中で、公園は造ろう、造ろうという時代が当然あって、それも縦割り

の形で、この河川ならばこことか、農村ならば、公園だったらここと、所轄が違ったり、出来

上がりの生い立ちも違ったりしているということも含めて、いささか今後はいろいろ課題が
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あるというふうには認識しているところでございます。 

それぞれの利用形態等に管理方法を整理して、効率的な管理をすることにより維持管理コ

ストの縮減も考えなければなりませんし、直営管理の形態を見直すことも必要であるとも考

えています。公園を１つの地域資源として捉え、パーク、その特色を生かして効果的に利用

の促進を図ることも、本当に大きな課題であるというふうに考えているところであります。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  ３ 公園の管理について 

答弁を頂きましたが、再質問させていただきます。実は意外に思ったのですけれども、こ

の公園の管理について、都市計画課に聞いてみたときに、桜の枝がすごいよねとか、あるい

はあそこの草はどうなのですかみたいな話をしながら、公園、あるいは緑地等々を管理する

ための基準のようなものがあるのですよね、と聞いたときに、ないと答えられたのです。本

当にないのですかと申し上げたら、やはり、ないのですというお話でありました。 

この質問について、何度か都市計画課を訪れて、多少の会話をさせてもらったのですけれ

ども、４回私は聞いてみました。４回聞いたら、４回とも公園を管理する明文化された基準

はないのです、というお話だったのです。これについては私大変驚いたのです。 

例えば、総合公園として有名なのは銭淵公園、そして登川の河川公園です。私が住んでい

る美佐島にも美佐島河川公園というのがあります。同じ分類の公園であっても、人の出入り

が全然違うわけです。正直言って、美佐島の河川公園などは同じくくりの中にある公園とし

てもほとんど人が出入りしない。銭淵公園や登川河川公園には車がいっぱい並びます。 

ですから、同じくくりの公園だからといって、同じ基準で管理してくださいというつもり

はないのです。ないのですけれども、それぞれの公園、あるいは緑地等々、それなりに管理

する明文化された基準のようなものを作るべきだと私は思います。 

 本当に利用の少ないもの、あるいは、その横を通ってもそこが公園だと気がつかない、そ

んなところも実はありました。３か所あったのです。いろいろ聞いてみれば、ほとんど利用

なんてないし、大体、人も知らないのではないかというようなお話すら聞きました。そうい

うところも市の公園として、今後、位置づけていくとすれば、私はいかがなものかと。閉園

も考えてみたらいかがでしょうか、という思いに至ったのであります。 

我々の日常生活に憩いの場として、公園というものは大事な空間だと私は思います。思い

ますが、まさに放置された公園、緑地等々については閉園にして、民間に払い下げると、売

却するというような方法も考えてもいいのではないかと、そんなふうに思ったのですが、い

かがでしょうか。 

○議   長  勝又議員、今ほどの質問は、（２）にもう入っているということでよろしい

ですか。 

 ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  ３ 公園の管理について 

あまりに時間を気にして、次の質問にまで移ってしまいました。私がお話ししたことにつ



23 

 

いては、ご理解いただいたと思います。そんなわけで、要するに、きちんと管理できている

とは言い難い、そういうところもある。今後、改善の見込みがないとすれば、閉園にするの

も一つの方法ではないかと思うわけであります。１番の質問と２番の質問がまたいでしまっ

たことについてはおわびしますが、ご答弁をお願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 公園の管理について 

この後、担当の部長、もしくは課長に答えてもらいますが、やはり一番のこの問題の肝は、

議員が言われておりますが、なかなか簡単に閉園とかということが難しいです。造ったとき

の経緯があって、そしてやはり、我々の先人たちはいろいろ造ったのですよね。当時、いろ

いろな要望も、特に地元のものもあったでしょう。やはりいろいろ造り上げてきた。 

しかし、今それが少しこのままでいいのかというふうになっているけれども、なかなかそ

れが改善できないという理由が、やはりあるのです。ここがみそだと私は思っています。こ

の件につきましては、これも含めて、担当の部長、もしくは課長に答えさせます。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  ３ 公園の管理について 

都市公園といわれる公園について、閉園する場合の条件としましては、大きく３つあろう

かと思います。廃止される公園に代わるべき公園が設置される場合。それから２つ目として、

借地による公園で、貸借の契約の終了、あるいは解除になったような場合。それから３つ目

としましては、公園に都市計画事業によりまして、別の施設を設ける場合、それから公益上

特別の必要がある場合。そういった場合に限られるかと思います。 

そういった制約がありますので、閉園する公園の具体的な土地利用の方針が明らかになっ

ている必要があります。閉園をするにはハードルが高いというふうに認識をしております。 

以上です。 

○議   長  ７番・勝又貞夫君。 

○勝又貞夫君  ３ 公園の管理について 

今ほどの答弁で閉園するにはなかなかいろいろな条件があるというお話を伺いました。で

あるならば、せめて見苦しくない程度の管理をお願いしたいと、そのように申し上げて、お

願いをして私の一般質問を終わります。 

以上で終わります。 

○議   長  以上で勝又貞夫君の一般質問を終わります。 

○議   長  ここで休憩といたします。再開を 11時 25分といたします。 

〔午前 11時 10分〕 

○議   長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

〔午前 11時 25分〕 

○議   長  一般質問を続行いたします。 

○議   長  質問順位 14番、議席番号 22番・阿部久夫君。 
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○阿部久夫君  それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

１ 林市政の成果と今後の課題対応について 

 今回の質問は、林市政の成果と今後の課題対応についてをお聞きいたします。４年前の激

しい市長選挙に当選以来、はや４年が過ぎようとしております。私も議員をさせていただき、

もう 19年という日にちがたちますが、何をしてきたかと言われても、さほど答えが出ないよ

うな、・・・ありません。 

林市長は市議２期目の途中で、自分の思いを市政につなげていきたいという覚悟で、５つ

の公約を掲げて選挙戦に臨み、当選いたしました。就任以来、「若者が帰って来られる、住み

続けられる南魚沼」のキャッチフレーズの下に、トップセールスマンとしてふるさと納税の

導入、雪プロジェクトの推進、医療、福祉、教育の充実、行財政の改革など、大きな取組をし

てきましたが、わずか４年で成果を全て上げたとは私は思っておりません。 

また、任期最後の４年目は、異常少雪や新型コロナウイルス感染拡大で、世界経済、日本

経済、県内経済、当然、当市の経済も苦境に見舞われており、これまでの常識は通用しない

未曾有の事態に直面していると思っています。新年度より計画していた事業、イベントもほ

とんど中止になり、産業、観光においても甚大な影響が出ております。 

こうした中、林市政の成果と今後の課題対応についてお伺いいたします。（１）として、４

年前の激しい市長選挙以来、はや４年が過ぎようとしている中で掲げていた公約の実現状況

など、この４年間の成果について伺うものであります。 

 （２）として、異常少雪により、観光客が激減した中で、新型コロナウイルス感染症により

市で計画していた事業やイベントも中止になるなど、産業、観光分野において大きな影響が

出ています。市の財政も含めた今後の取組についてお伺いいたします。 

先ほどの 10番議員と大変重複する面もありますが、ひとつよろしくお願いいたします。以

上、壇上からの質問を終わります。 

○議   長  阿部久夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは阿部久夫議員のご質問に答えてまいります。 

１ 林市政の成果と今後の課題対応について 

 １点目は林市政の成果と今後の課題ということで、小項目の１点目としまして、掲げてい

た公約の実現状況、この成果を話せということであります。前の議員と重複する部分もある

と思いますが、よろしくお願いします。 

 任期が残りわずかとなりました。この４年間、南魚沼市を若者が帰って来られる、住み続

けられるふるさとにしたいという思いで、さまざまな課題に対し、私なりに、職員の力を本

当に多く借りて、そして市民の皆さんもそうでありますが、借りて、取り組んでまいりまし

た。 

 先ほど議員がお話しされたように、全部やれたとは全く自分も思っていません。しかしな

がら、掲げていた公約、５つの柱を掲げていました。細かいところはほかにもありましたが、
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このことを見ますと、全てに着手したという点では、自分としてはそういう意味では約束を

果たせたかと思っています。  

 まず、１点目のトップセールス、そういった部分で、企業誘致、産業振興に取り組む。企業

誘致というのはほとんどできていませんので、何とも本当に言いようがありません。これは

前にもどなたかに話をしました。なかなか難しい問題ですが、ただ、形態も変わってきてい

るということを、よくここの場所でも話をさせてもらっています。 

 ふるさと納税については、よく某雑誌でも書かれていると思いますけれども、ご批判もあ

ります。別に林がやらなくても、林市政がやらなくても、誰でもやったのだと。そしてその

結果はおのずから出ただろうということは、ご批判はあることは十分承知の上ですが、しか

しながら、私はいいのですけれども、職員に対しては失礼な言い方だと私は思います。 

よくここで話もしましたが、市長になって最初にうれしかったことの第一点は、市長にな

ってすぐの１週間以内くらいだったと思います。特に若い職員の何人かに呼ばれまして、市

長、ちょっと来てくれ、ということです。そこで、市長になったら、ふるさと納税に取り組む

と公約に掲げているので、あなたがなることを想定して私たちは準備をしてきたと。そして、

公約の中では、多分、３年以内に県内トップを目指すと、高々と書いたわけです。述べてき

たわけです。職員に手ぬるいと言われた。１年以内で我々が頑張って、一緒になってやりま

す、トップを目指しましょう、という言葉。私は泣きはしませんでしたが、市長になって初

めて、この職員たちとだったらやっていけると思った、という話をよく議場でもやったこと

があるし、いろいろな市民の皆さんにそのことを話して、我々の本気さ加減を話す、そうい

う場所で使わせてもらったエピソードです。 

本当に今もそれはそうで、今年は 204％、約 205％という推移です。これは別に市長の力で

は全くなくて、携わっている多くの農家をはじめ、そういう業者の皆さんの本当に頑張り、

またそれを引き出して立てていこうと思っている職員の表れ、そして南魚沼市を応援しよう

と思うご寄附者の気持ちの表れ。様々な人の力によって成り立っていることは十分承知の上

ですが、果たして、そういう意気込みがみんなで持てなかったら、この結果が出せたかとい

う思いがします。 

これについて、後段の財政でも話をしますが、財政は厳しく、そして、財政問題を立て直

そうということで、全庁を挙げて、議員の皆さんをはじめ協力を得ながらやっているわけで

す。市民の負担も強いながらやっているわけですが、この中で折につけ、やるべき施策だと

思ってやることに果敢に取り組ませてもらうことができたのも、ふるさと納税の果実と言わ

れる部分。そして、特Ａから落ちたことが象徴的でしたが、そこからすぐに復活して、さら

にそれを全国のブランドとして、今、確立をしている部分には、このふるさと納税の取組と

いうのが大きなものがあったと私は考えております。これがお米だけではなくて広がりを見

せてきている。そこにいろいろなものを感じているところであります。 

 スポーツのほうでもフリースタイルスキーの、これはちょっと特化すべきいろいろ取組が

あったと思います。一番は、当然私の市政になってからだけで始まったものではありません
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が、途中で引き継ぎ、完成を見せてきた、例えばモンスターパイプの問題。モンスターパイ

プだけできてもいいわけではなくて、魂をどうやって入れるかということです。ただ単に―

―ただまだ県との維持管理や、それから運営に当たる部分の、積み上げたままになっている

課題もあるのです。知事とは話をしていますが、なかなか前を向かないところもあって、心

苦しいですけれども。しかしながら、全国最大規模のものを造り上げ、そしてそこに子供た

ちが集うようになって、今年の冬は駄目でしたけれども、ここでは全国トップの子供たちが、

もう既に小学生レベルから出てきています。中学生、そして次のその次くらいのオリンピッ

クには、必ずや日本の代表になっている子供たちになると思っています。 

ここに全国でも注目をされる新潟県のスポーツ団体であるアルビレックスが本拠地として、

フリースタイルの位置づけ。そして、私どもが手直しをさせてもらった、これはとがった政

策ですけれども、塩沢中学校脇のそういうところを、アスリートビレッジと名前を変えて、

そして様々な子供たちの利用に供しています。これらのことは、やはり目標やそういう思い

がなければ、全く前に出ない問題であります。 

例えば村上市さんとの自治体間における自治体同士の初めてのスポーツ協定。こういうこ

とにも及ぶことになりました。加えて、スケートパークの出現。これらは今ほどの村上市の

例もそうですけれども、そのスポーツの形態に一貫性がある、流れがあります。こういった

ことが整備できたことも含めて、いろいろ取組ができた。 

加えて、私が手がけて始まったことではありませんが、南魚沼市トレーニングセンターの

立ち上げとか。これらも含めて、しかし、アスリートとか、アスリートの卵たちだけの問題

ではなくて、そういったところの発想の中から徐々に生まれていく、スポーツなどそういっ

た健康づくり、これを健康寿命の増進にまで引き上げてやっていくことが、公約にそこまで

書きませんでしたけれども、４年間の気づきでもあり、実践に移せていけた１つずつのプロ

セスだと思うのです。２期目を担当できれば、まず市民のためにあるべきことが大前提です

から、外からもそうですけれども、今後、市民の健康増進にそれらが結びついていけばとい

う思いで、私は一貫性があるものと考えているところであります。 

高校野球の県予選の開催も実現することができました。正直、動かなければ実現はできな

かったと思います。人のつながりもありました。ここでも紹介したことがあります。そんな

こともございます。招待野球等については、スポーツ施設の運営を担っていただいているベ

ースボールマガジン社、こういったところとの関係性の良好さ、そして思いの共有。こうい

った部分から様々に実現できたものもありますし、本当に人とのつながりと、そして思いの

共有であるというふうに感じてきたところであります。 

 ２点目の南魚沼ブランドは、今ほどもちょっと申し上げておりますが、やってきたところ

で県内１位がなかなか取れなくて公約違反でございますが、しかし、これはこの周辺の近隣

市にも、私どものどちらがやってもですけれども、いろいろな影響もし、やってきていると

思います。 

当初は書かなかった。例えば思いつきのように言われて、批判もありました。そして、で
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きなかったがゆえに反省もしていますが、自動車のご当地ナンバーの問題。単にそれが名前

の問題とか、そういう悔しさもあったわけですけれども、雪国の名前の、何ていうか――あ

りましたけれども、そうではなくて、一番は、この圏域全体がやはり一つにつながっていく

ことだという思いがあったわけであります。 

そういう意味からも、当初は河川の水問題とかで、隣の市とはいろいろな関係がちょっと

ありました。顔を合わせると、あまりお互いにしゃべれないという状況も本当はあったので

すけれども、これらを就任後いち早く、周囲の皆さんのご同意を得て、隣市との関係を、数

十年にわたる 100 年とも言われるような課題に対して、先送りしたかに見えますが、お互い

に課題が共有できて、これをお互いに目指さなければ根本的な解決はないのだということの

中での解決、調印ができたということも、私は大きかったと思います。 

そういうことを含めて、様々にその後の連携や、そして今は道が一本につながっていこう

とする、それを一緒になって運動ができている。公共要望とかを含めて、そういう関係性が

出来上がった。その一番下地にあるのが、お互いの信頼関係と、何でも話せる間柄だという

ふうに思っているので、これらについては確立が徐々に進んだというふうに思っています。 

 水道料金の値下げについては、公約化していましたが、わずかな金額ですけれども、一律

の減免の実施はしました。しかし、ここで分かり得たのは、公約ではお年寄りの世帯、そし

て子育て世代というふうに掲げたわけですけれども、これがなかなか線引きが難しいという

ことで、ならば一律の減免をやろうということで踏み出しました。しかし、これは禁じ手で

あるということも十分認識をして進めたことです。 

しかし、このことによって、水道の将来的なプロセス、道筋――将来的にどうやって下げ

ていくことができるのかということは、小手先では駄目ですから、根本の原因があります。

その原因をきちんと皆さんに示し得たということ。そして加えて、将来の道筋としてはこう

いうことだということで、水道ビジョンの方針を変更していったこと。 

加えて、地盤沈下の問題もこれに絡む。これらに果敢に取り組めたということは、私とし

ては大変うれしく思いますし、それらの次に何をやらなければならないかということは、頭

の中では想定をして、今、進めようと思っております。 

 生活環境のための井戸規制は、今ほどお答えした点であります。それから加えて、地味な

本当に大変な仕事ですけれども、国土調査とか、そういったことが地盤沈下の規制緩和と併

せ持ってやっていかなければ、中心市街地の本当の意味の肝に触れた話ができません。まだ

厳格な線が引かれていないのですから。そういうことも含めてやっていかないと、地域の生

活沈下の部分のところに手を触れることができない。そこを急ぐべきということも含めて、

市民の皆さんにどれだけ理解が進んだかは、ちょっと分かりませんけれども、こういったこ

とをやらなければ理解が進まないという思いの中で進められてきたかなというふうに思いま

す。 

 医療体制の整備、医師、看護師の確保なども話をしていました。この中で真っ先にできた

のは、看護師確保のための給付型の奨学金制度の創設です。これが今、実績を上げ始めてい
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ます。加えて、介護現場のことについても大変な課題ですけれども、本当にまだまだ難しい。

しかし、やっていかなければならないと思いますし、それほどだと思っていなかった医療人

の確保、医師の確保については、昨年、目の当たりに医師の、不測の事態が起こることが想

定されたがゆえに、言葉は悪いですけれども、尻に火がついたような気持ちで、昨年は本当

にこれに取り組みました。 

その前の年はごみ処理場で１年間・・・なので、過去４年間を振り返れば、自分が最初、想

定していたこと以上の問題に足が止まってしまうというか、そのことに中心に立ち向かわな

ければいけないという状況が生まれて、公約どおりになかなかできなかったところも、もっ

とやろうと思っていたこともできなかったということもありますが、しかし、この問題に触

れたからこそ、新しい課題もきちんと見えて、そしてそこに対応していこうというエネルギ

ーにもなっているので、非常によかったというふうに振り返っています。医療のことはいろ

いろありますが、あまりしゃべり過ぎると長くなるので、ここでやめます。 

 それから、行財政については事実の数字を言えば、起債残高の減少はしてきました。当然、

計画にのっとって。平成 27年度末の起債残高というのは、911億円ありました。平成 30年度

には 828 億円、令和元年度には 790 億円、合計では 121 億円の削減ができたということにな

ります。 

このとおりいけば、例えばよく言われる、子育ての駅「ほのぼの」ができたか。できません

でした。クーラーの設置を全部一律に我が市がどんとやれた。できませんでした。 

こういったことが先ほど言ったふるさと納税等の別角度の予算の確保、そういうことにあ

ったと思います。いわゆる公約で言っていた稼ぐ市政という、そのとおりいったかどうかは

分かりませんけれども、そういうことがあってこそ、削減にもつながっているということを、

やはり強調しなければならないと私は思いますし、今後もそういうことで、この間ずっとや

らせてもらいたいという思いがしています。 

 いろいろ申し上げましたけれども、思いはいっぱいありますが、観光の面における新たな

ＤＭＯをきちんと作らなければもう駄目だということも課題として見えていますし、福祉関

係のこと、お年寄りが１人の人が出てきたり、そういった場合に、足の問題も含めたさまざ

まな課題、これらが地域包括システム等できちんとケアされていかなければ駄目ですし、ご

み処理場もあります。 

これらのことがいっぱいありますが、総体的に見て、福祉というものの大きな広がりの中

では、やるべき方針はこういうことではないかということは、自分としてはビジョンも持っ

てやっているつもりなので、これらが結びついてきて本当に目に見えてくる。そういうこと

をやはりやり遂げていかなければならないと思います。 

自然エネルギーの問題もそうです。いくらしゃべっていても大工さんが減っていきます。

しかし、我々が何事かのことに気がついて関与した場合には、それらを少しでも違うように

していくことができたり、それから雪エネルギーの問題。これは決して雪遊びではありませ

んので。それが雪遊びではなかったと言える日を夢見て、やらせてもらいたいと考えていま
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す。 

公約は、やれたところ、やれなかったところ、様々あって、反省もしながら今ここに立っ

ています。以上です……（何事か叫ぶ者あり） 

長かったですね、すみません。ちょっと短めにやります。ごめんなさい。しゃべり過ぎま

した。 

イベントも中止になるなどの問題です。市の財政も含めた今後の取組についてです。目黒

議員とのやり取りの中でも大分話をしました。スキー場のことだけ言っても、昨冬は 61％。

今年 61％しかなかったということです。これは大変なことであります。観光が、その後の４

月から６月までを見ると、これがまたもっと落ち込んで、75.8％減。本当に目も当てられな

い状況です。 

財政の状況については先ほど述べさせていただいたり、細かいことまで言うと長くなりま

すが、これらを見ながらやっていかなければなりません。今まで取り組んできたそういう経

済対策の効果も見極めながら、様々な行政サービスについて影響が出ないようにやっていか

なければなりませんが、おかげさまで国の特別な交付金が我々が想定した以上に来て、例え

ばふるさと納税の部分の果実分を充ててでもいいからやっていこうといったところを、今の

ところあまり手をつけずに来られている。 

なので、次の第４弾、その次に来るかもしれないことに備えての第５弾、こういったもの

を皆さんと一緒にまた考えて進んでいきたい。今回の新型コロナウイルスだけは、本当に挙

党一致というか、執行部も議会も一緒になって進まなければならない。手法としてはいろい

ろなご批判ありましたので、それらも踏まえて、あのときよくぞみんなでやり遂げたと言え

る、そういう困難の乗り越え方をしたいというふうに考えているところでございます。 

また足らざるは再質問をよろしくお願いいたします。 

○議   長  阿部久夫君の質問の途中ですが、昼食のため休憩といたします。再開を１

時 10分といたします。 

〔午前 11時 48分〕 

○議   長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

〔午後１時 08分〕 

○議   長  阿部久夫君の一般質問を続行いたします。 

 22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

再質問をさせていただきます。先ほど市長から丁寧な答弁を頂きました。私も壇上で話し

ましたけれども、長い間、議員をさせていただいて、やはり１期目はなかなか思ったことが

できない。２期目、３期目をやらなければ駄目だよと、町の議会に出たときよく言われたこ

とを、今、懐かしく思っているわけであります。 

やはり、私もそうですけれども、１期目でなかなか成果を上げるということは、大変だと

思っております。市長が出たときはどういう形でと思って、今日の朝、その時のを見たら 49
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歳で、そしていろいろな公約が書いてあります。こういった公約を先ほどの答弁の中でも、

本当によくやってきたと私は思っています。しかし、先ほどちょっと、全ては完璧ではない

ということを言って、強いてあげれば、私はまだまだ 60点くらいの成果かなというふうに感

じています。 

そうした中で、今後、この公約をやはり実現していく、そのためにまた再度、立候補した

のではないかと思っていますけれども、そういった公約を確実に成し遂げていただきたい。

また、やるべきだというふうに私も感じているのですが、その点についてもう一度だけ市長

の次の公約についてを、先ほども十分聞きましたけれども、もう一点だけ、一番力を入れて

取り組みたいというような公約がもしあったら、１つ挙げていただければと思っています。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

次の公約ということですか……（「いや、次の、一番公約の中で」と叫ぶ者あり）最初に掲

げた公約の……（「そうそう」と叫ぶ者あり） 

 先ほど、大体のことを言ったと思っているのですけれども、５つ掲げた中のことは手をつ

けてきたところが大きい。１点目の、トップセールスマンになって――あまり自分で言うと

変な感じですけれども、そういうことで頑張りたいという思いは、継続してやっていかなけ

ればいけないと思います。 

それと、この中でまだまだな部分があります。例えば、競争しているわけではないですけ

れども、県内１位を取るぞと言って、大見えを切った公約の中に掲げたそういう部分。これ

は競争ではありませんけれども、そういうくらいに引き上げていきたいという思いで聞き取

っていただければと思いますし、もうずっと続けなければならないと思います。 

 それから、２点目のほうもそれに係るのか――ですね。やり遂げていないのは水道の問題。

引下げは手はつけたけれども、先ほど説明したとおりです。でも、これは 10年くらいは少な

くともかかっていくだろうと思いますが、ここを着実にやっていくということだと思います。

要するに浄水場からの水だけではなくて、地下水に徐々に替えていくという方針を打ち立て

ているわけなので、この辺を。しかし、地下水の問題が絡むので、状況を見ながら、今もう進

めているわけですけれども、市内の高台部、要するに高い場所にあるところ、そして遠方に

あるところは、送水のものに経費がたくさんかかるわけなので、例えば塩沢地区の高いとこ

ろからやっていくぞと。こういうことを実験を含めながらやっていきながら――地下水の地

盤沈下の問題は非常に大きな課題なので、これを見極めながらやっていくことと一緒なので

す。そういうことも含めて水道料金のことについてはやっていかなければならないと思いま

す。 

 それから、４番目に掲げた井戸の規制については、細かいところは、全体に対してかける

べきなのかとかという議論がいっぱいある。これは、今まだ過渡期でもあるのかという思い

もするので、決してその条例は金科玉条のように、絶対のものではなくて、やはりより市民

生活にも合った形でやらなければいけないし、しかし緩め過ぎてもいけないし、その辺のと
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ころの検証は中間でまた必要ではないかという思いもするので、これは水道料金とかとやは

りすごく絡みがあると私は捉えてやっていきたいと思っています。 

 それから５つ目の地域医療の整備。整備と言ってしまうと何か分かりにくい言い方になっ

てしまうのですけれども、結果は市民のためにどうあるべきかという視点で――何十年も先

までも見越せるということではないのですけれども、これらについては、きちんとしたこれ

からの、安心して医療にかかれる――全て市民のためにあるものですから、その点のところ

を見失うことなく、もう一度きちんとみんなでいろいろな議論をし、課題の解決をしていか

なければならないと思っています。 

加えて、医療だけではなくて、そこにはいろいろな福祉が絡みます。これらも含めた新し

い、南魚沼市らしいケアシステムのつくり方も含めて、合わさっている問題だと思うので、

やっていきたい。 

だから、最初に掲げたときの思いと、市長を４年間やってみての思いは厚さも深さも深ま

っているので、この観点から言うと、公約を全部実現しているということになりません。で

も、これは終わりがないことだと思っていますけれども、これに立ち向かっていきたいと考

えているところです。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

分かりました。本当は公約の中で最重点をもう一度――先ほども聞きましたから、分かり

ました。 

今、次の（２）の課題に入ります。先ほどいろいろの課題を答弁していただきました。やは

り私は正直、これからの一番の課題は、雇用問題だと思っています。この地域に雇用があっ

てこそ、この地域の経済が回るものというふうに思っています。それこそ、市長もなってか

らは、自分の名刺は新米を使っての名刺。そして、バッジもそうでありますけれども、米入

りのバッジをつけながら県内外に出て、そしていろいろなところに行ってＰＲしています。

やはり、そのことがこの地域の経済発展や雇用、また企業誘致に私はつながってくるものと、

そういうふうに思っています。 

市長も一緒に以前、佐賀県の武雄市のほうへ行ったことがあります。そのときの樋渡市長

さんが図書館で有名だったけれども、その人は、やはり外交を中心的に、とにかく企業誘致

とかについてものすごく力を入れていた市長でございます。市のあれは全て副市長、また執

行部に一応任せた中で、何としても企業誘致や、人が来る武雄市にしなければならないとい

う話を聞いて、一躍有名になった市長であります。 

やはり市長にも、すぐなどというわけにはいきませんけれども、そういった企業誘致なん

かは真剣に取り組んで、来ていただいて、とにかくこの地域に雇用が生まれて、そうして若

い人がこの南魚沼市で仕事ができる、高齢者の皆様方も仕事ができる、そのことが私は今後、

一番大切ではないかというふうに思っています。そういった企業誘致のその点についての課

題ですか、そういったことについてもう少し触れていただければと思っています。 



32 

 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

企業誘致というのは最初の公約にも掲げたことなので、なかなか進まないということは本

当に率直に反省しなければいけないと思いますが、何度かここでも言っているように、単純

な今までのような――水の郷工業団地などもあるので、すばらしいと思っています。もうほ

とんど私どものすぐ隣接地にあるわけですけれども。いろいろな思いを持ってこの間やって

いますが、今までの企業誘致の考え方だけではない、いろいろな新しいものも生まれていて、

その辺のところも含めて、やはり企業誘致といっても、我々のちょっと前の頃とは様相が変

わってきているというところもあると思います。 

今、新型コロナウイルスで一番言われているようなリスク分散の問題とか、１つの企業で

も全部首都圏に集中させずにやっていこうという中の、そういう分室化というようなところ

もあるだろうし、いろいろな要素があると思います。しかしやはり、最近では感銘を受けて

いるのは、松井利夫さんが、ここで何かを起こすということが非常に大事であるということ

のその辺に感銘を受けているところもあって、そういうところをつくっていくこと。企業を

誘致するだけではなくて、企業を立ち上げていくという視点もあるだろうし。 

それと、先ほどお話が出た樋渡さんという、今は違います。その後、知事選に出て、もう武

雄市長ではありませんけれども、本当に我々議員の視察で行ったのに、市長が相手をしたの

です。まず、その驚きが私は議員のときにありました。私はあまりそういうことをやったこ

とないですから。普通一般的には議員の方の視察は、議長さんとか議会の方が対応します。

当たり前のように市長がやってきて、対応して、次の日、我々を案内して歩いたという、あ

の辺の斬新ぶりというかは真似したいと思うところも当然あるわけですけれども、そういう

ときに胸を張って、我が市はこういうことであると言えるような、やはり施策展開をしなけ

ればいかんなと思います。 

何よりもあのとき驚いたのが、いろいろなことをやった方ですけれども、やはり批判を恐

れずに、そのときの課題に本気に取り組んでいくというか、そういうところが本物さを見た

ところがあって、非常に勉強になった市長さんでした。 

それ以上言うと、長くなるので言いませんが、いずれにしても、企業誘致といってもいろ

いろな形があると。実は、私としては、ごみ処理場の場所の最初の選定が、そこに必ず結び

つくものだと思ってやったところ、これは白紙撤回という中で、そういう意味ではいろいろ

な思いに挫折感を覚えたところも本当はある。これが正直な気持ちです。 

しかし、決して悪い場所ではないわけで、最初のとっかかりとして、いろいろなものを呼

び込むことが将来できるのだという強い信念が自分にあったからこそ、あそこの場所を選ん

できたというのが本当の気持ちだったので、決してごみ処理場だけではないのですよ、とい

う思いを何度も繰り返して話していたつもりです。 

今後も我々がやるものに対しては、新しい何かを呼び込むことを常に想定しながら、この

ことの事象だけでやるのではなくて、その周辺をいろいろまた引上げていくことにつながる
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ような施策展開をやるという、そういう意味での企業誘致も含めて頑張っていきたいという

ふうに思っているところです。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

分かりました。確かに企業誘致と、口では簡単ですけれども、なかなか大変だと思ってい

ます。 

 この後、出ますけれども、私も第二上田小学校が空き校舎になることは、非常に寂しい。

そういったところに少しでも企業が来て、何か再利用できればいいと思いながらこういう質

問をさせていただきます。やはりこういうのは私の地域でも、仕事がなかなかない。少しで

も仕事、雇用をつくるのがおまえさん方の仕事だ、とよく言われますけれども、市長からも

そういった面についても、ぜひまた最善の努力をしていただきたいと思います。 

今、コロナ禍で地方は大変と皆そう言っています。これをチャンスとして、またこの地方

に雇用が生まれるきっかけでもあるかもしれません。そういった機会を行動派の林市長であ

りますので、そのためには、ぜひまた当選して、頑張っていただくことが一番ではないかと

思っています。 

 ついででありますから、財政について最後お聞きします。本当にそれこそ新型コロナウイ

ルス感染症によって、これほど経済が落ち込むなんていうことは、当初から私も信じられな

いのですが、市も普通の家庭でも同じだと思っているのです。今、どこの家庭でも非常に大

変な時期を迎えています。市長もそのために市の財政を使って、少しでも地域に貢献をして

いくといった中で、先ほどの答弁の中では起債残高も減ってきているとありました。この南

魚沼市の財政がしっかりしていかなければ、当然、市の発展は望めないと思います。 

そうした中で、財政問題にきちんと取り組む。そのことがまた問われるわけでありますけ

れども、これから農業であろうが、観光であろうが、全ての面についての自主財源というも

のが相当落ち込むと思うのです。その点についての感想を、聞かせていただければと思って

います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

財政というかは、すごく難しいです。はっきり言って、一般家庭とは違いますから。そこ

の本当のところに手を入れなければ、将来の税収の落ち込みをずっと長くしてしまうかもし

れない。だから、今このコロナ禍でやるべきことは、やはり最大のピンチを迎えているとい

う認識だと思います。 

なので、ここでやらなければいつやるのですか、という思いはずっとあって、しかし、ど

の手を打つかというのが――今、非常に足止めをされている。県は第２波の注意報を昨日解

除したということですけれども、第２波が収束に向かいつつあるということは確実なのだろ

うと思いますが、まだ次も分かりません。そういう中でありますけれども、例えば観光の支

援とかを含めて、足止めを食らっていることは事実です。 
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やはり、そういう生というか、生きているというか、そういうところがあります。起債残

高も減っていくばかりですし、何もしないのが一番いいのですけれども、それでは全ての血

液というかが止まってしまうわけです。そこの難しさだと私は思います。いろいろなことも

やるし、計画も立てるけれども、計画どおりにいかないことばかりです。やはり、いろいろ

不測の事態が起きます。ここにどうやって果敢に取り組むかということが、非常に大事だと

思います。 

しかし、根本の財政を倒してしまっては、元も子もないわけで、このバランスが非常に難

しいというふうに思います。しかし今は、コロナ禍の部分は、やはり最大の経済出動をして

でも乗り切らなければいけない場面だと思っている。しかし、有効な手段で、なるほどと後

で言われるようなところがないと、やはりうまくない。そのためにはちょっとやはり配慮も

しながらやらなければいけないので、いろいろな轍を踏まないように、しっかりやらなけれ

ばいかんとは思っています。財政は非常に語ると難しいと私は思っていますが、何のために

財政があるかというと、市民を守るためだと思っています。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  １ 林市政の成果と今後の課題対応について 

今、市長から市民を守るということで、ぜひ、またこれからますます厳しい経済状況にな

ると思いますけれども、市民の、我々の生活をきちんと守るように頑張っていただければと

いうふうに思っています。 

２ 空き校舎の管理体制について 

 それでは、２つ目の質問に入らせていただきます。空き校舎の管理体制についてを質問さ

せていただきます。 

 学校の閉校により、平日、昼間の子供の声が聞こえなくなり、地域にとっては本当にそれ

こそ寂しいことばかりであります。学校は地域社会の中心的な存在として大きな役割を果た

してきたものと考えております。 

 昨日、公園内で子供がうるさいというような話がありましたけれども、何か私には信じら

れないようなことでありまして、びっくりしています。そうした中で、統廃合による廃校は

仕方がないものと私は考えていますけれども、常駐管理者が不在となり、荒れたグラウンド

や敷地を見ると、それこそ寂しさが増すばかりであります。近隣住民の感情の面からも、有

効な活用方法と次の管理者が決定するまでは、行政が責任を持って維持管理を行うべきと考

えますが、市長の見解を伺うものであります。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 空き校舎の管理体制について 

それでは阿部議員の２つ目のご質問に答えます。空き校舎の管理体制です。結論からいけ

ば、行政がきちんとそこをやるのは当たり前のことだと思っています。統合による閉校とな

るまでは、地域の学校として開放されてきた施設――議員がお話するとおり、心のよりどこ

ろであったり、歴史を物語っていたり、本当に地域の希望であったというふうに思います。



35 

 

それが今、この現状でありますので、どうしてもそれを進めなければいけないことを心苦し

く思いますが、しかし、やらなければならない道かなという思いでやらせてもらっています。

避けられない現実という部分だと私は思います。 

 学校だけにかかわらず、公共施設については、その管理が様々分かれていますが、学校施

設の場合は教育財産ですけれども、学校としての用途がなくなった場合には、一旦、普通財

産となるわけであります。なので、管理部局がどことなっても、それらは学校にかかわらず

管理はしっかりとしなければならない。これは当然のことでありますので、肝に銘じて頑張

りたいと思います。何といっても地域の皆さんにご迷惑をかけるようなことは絶対あっては

ならないというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。足らざるときはどんど

ん言っていただければというふうに思います。 

 今後の施設、また敷地の在り方など、有効な活用方法については、地元の方々にもお話を

させていただき、何かお考えはありますかということも聞いているわけでありますが、正直

申し上げまして、なかなか出てこないのが現実だと思います。それから、民間事業者でこれ

を利用したいということもあれば、地域のというか、市のためになる、そういう方向性のあ

るものであれば、それらの使い方については十分検討して、前に進んでいきたいというふう

にも考えているところであります。 

 もしくは、そういうものが全くない場合、荒れ果てた校舎とか、そういうことになっては

いけませんので、もしも本当にそういうことがないのであれば、例えば建物は除却、そして

敷地は更地にしていくということもあったり、またそういう意味での使い方の問題も新しい

ところも開けていくかもしれません。これらをタブー視することなく、いろいろな使い方に

ついては、良き方向であれば果敢に皆さんで議論し、市も考え、いい結果を出してまいりた

いというふうに思っております。 

管理体制につきましては、しっかりと市が行っていく。これは当然のことでありますので、

よろしくお願いします。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  ２ 空き校舎の管理体制について 

市長から前向きな答弁を頂いたと思っております。こうして改めてこの校舎を見て、草だ

らけになっていたりすると、私ばかりではなくて、やはり地元の皆さん方も本当に心配する

のです。今後、上関小学校も石打小学校もどうなるか分からない、また三用小学校も赤石小

学校も、そのほかにまたこういった状況が生まれると思います。 

全て学校というものは、１年や２年ではなくて、百何十年という歴史の中でこうなってき

て、それがぶざまに草が生えてみると、本当に寂しくなるのです。それを見て、私たちの地

域では３回草刈りをやりました。１回目は行政にお願いしました。その後もまたやったので

しょうけれども、２回目はグラウンドもとにかく草が生えているし、地元の人たちと、少年

野球の皆さん方とか、上田地区の育成会の皆さん方が中心になって、とにかくここは全部自

分たちが主体でやっていただきました。 
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その後、この９月６日にも第二上田小学校区の区長さん方がまた見かねて、やりましょう

ということで、本当にこういう思いでみんなやっているのです。今まで大事にしてきたから

こそ、今後どこもそうですけれども、学校があったからこそ、それを少しでも再利用して守

っていきたい。区長さん方の終わった後の話の中でも、できるだけ早く再利用してもらうよ

うに頑張ってくれというのが、11人の区長さん方の声であります。これはまた一番の大きな

課題にもなると思いますけれども、ぜひ――今、市長から前向きに答弁していただきました

けれども、公共施設というのはきちんと管理することによって――これから南魚沼市のお客

さんが、どこでどう見ているか分かりません。廃校になったとき、「ああ、きちんとなってい

る」と、そのことは、やはり今後の地域の発展や観光にもつながると思うのです。もう一度

だけ聞かせていただければと思っています。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 空き校舎の管理体制について 

言っていることと実際に行われていることが、ちょっと違うぞというお叱りというふうに

私は思って聞いている部分もありましたので、そういうところをしっかりやらなければなら

ないと改めて思いました。 

 学校だけではなくて、今日は、昨日もですが、いろいろな公園のこととかが出ています。

これらを含めて、本当に大きな課題だというふうに思いながら、しかしやはり、そこを有効

利用していくように転換していくことが一番大事だと思うので、これにつきましては、鋭意

努力をしていきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

 ご迷惑がかからないように、言っていることと違うぞ、というふうにならないように、頑

張らなければいけないと思って聞かせてもらいました。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  ２ 空き校舎の管理体制について 

はい、分かりました。そういったものについては、これから第二上田小学校ばかりではな

くて、いろいろなところが出ますから、ぜひ、きちんと対応していただければと思っていま

す。 

３ 新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営について 

 それでは、３番目の質問に移ります。新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営に

ついてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症により、教育現場がさま変わりしております。いつ収束するの

か分からない中、生徒が安心して教育を受けられることを願っているところでございます。

学校の運営についてお伺いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営について 

それでは、阿部議員の大項目３つ目の質問の、新型コロナウイルス感染症対策の中での学

校運営のことであります。 
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 これにつきましては、教育長のほうに答弁を譲りますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ３ 新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営について 

それでは、新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営についてお答えいたします。 

 学校では、新型コロナウイルス感染症、そして現在は熱中症、その対策を同時に行いなが

ら日々の学校運営を行っております。学校における新型コロナウイルス感染症対策について

は、昨日、大平議員の一般質問でお答えした内容と重複するため省略いたしますが、最も大

事なのは、児童生徒の命を守ること。それを大前提として、学校の新しい生活様式として求

められている対策を最大限に実施し、可能な限り教育活動を継続していく必要があると考え

ております。 

 例えば９月５日土曜日に中学校におきまして運動会・体育祭が開催されました。その行事

につきましても、感染予防対策を徹底し、種目や実施方法も今までとは大分変えて、対策を

取りながら慎重に判断して開催となりました。保護者や地域の方にも新しい生活様式を徹底

いたしまして参加していただいたところであります。 

 同時に熱中症についても十分に対策を行ったところでございます。何としてでも、生徒に

とって貴重な、思い出となる行事を実施したかったというところであります。しかしながら、

当日は暑さのために、４校のうち２つの学校が、お昼近くでその後の競技を取りやめて、後

日に延期するということになりました。非常に学校運営はそのような難しさを抱えながら進

めているところです。 

 修学旅行につきましても、中学校は残念ながら取りやめとなりました。しかし、小学校だ

けは何とか実現したいということで、各学校が対策を取りながら佐渡への修学旅行を行って

おります。 

 このほか学校運営全体で、外来者の来校を減らすように、あるいはＰＴＡ活動も減らす形

で行っておりますし、実施する際には感染対策を徹底して進めているところです。 

 日々の授業でもそのような対策を行っているのですが、学びの保障をしっかりと行いなが

ら、今後も児童生徒の安全第一に学校運営を進めたいと思います。安心して過ごせる環境を

整えて、成長の場を確保してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  ３ 新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営について 

教育長から答弁を頂きました。私も議員になってから、地元の学校では全ての事業――入

学式、卒業式、運動会、学習発表会、さらにはいろいろなイベント、行事全てに参加させてい

ただいてきました。そして、子供たちが元気な姿を、常に一緒になってやってきた。そこで

今、新型コロナウイルス感染症によって学校の生活様式が変わるというような、こういった

のを見ましたら本当にそれこそどうなるのだろうという思いで、今回この質問をさせていた
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だいたわけであります。 

本当に今までだったら、友達同士が仲良くわいわい、そしていろいろなことで交流を深め

ながら仲良く、それが一つの楽しい思い出としてずっと残ってきているのです。それがほと

んどこういった形でできないということで、本当に子供たちにとっては、我々の考えられな

いような学校生活をしているわけでありますけれども、それ以上に先生方が大変な苦労をし

ていると思っています。 

昨日の１番議員の中で生活様式のことについては、十分理解いたしました。先ほど教育長

から、生徒の命を守り、安心の学校生活を送ってやるのだと、そういう意気込みを聞きまし

たので、ぜひ、子供たちが安心して取り組める、勉強できる、運動できるようにしていただ

ければというふうに思っています。 

 そして、もう一点だけお聞きしますけれども、つい８月 18日の新聞に、学校の温度調整の

ことが載っていました。一度エアコンの温度を設定すると、もう設定温度はあまり変えられ

ないと。保護者からはもっと温度を下げてもらえないか、そういったことで健康を害した、

という記事が載っていました。そういった点については、臨機応変な温度調整というものは

きちんとした対応で授業ができるような体制になっているのか。なっていると思いますけれ

ども、その点について聞かせていただければと思っています。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ３ 新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営について 

阿部議員からは、大変、子供たちへの、そして学校への温かい思いをもとに、ご質問して

いただいていることを、とてもありがたく、感謝申し上げます。 

 この暑さのことにつきましてでございます。新型コロナウイルスも命に関わることです。

と同時に熱中症も命に関わることです。熱中症に対しても柔軟に対応するように、決められ

た温度設定ではなく、その状況に応じて子供たちの健康、安全を守るように、柔軟に対応し

ておりますので、ご安心いただければと思います。 

以上でございます。 

○議   長  22番・阿部久夫君。 

○阿部久夫君  ３ 新型コロナウイルス感染症対策の中での学校運営について 

きちんとした答弁を頂きました。ありがとうございました。終わります。 

○議   長  以上で阿部久夫君の一般質問を終わります。 

○議   長  質問順位 15番、議席番号５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  議長から発言を許されましたので、通告に従い、一般質問を行わせていた

だきます。 

 今回の９月議会、最後の質問者となりました。３日間待たされるのはなかなかつらいもの

がありました。そして、私が取り上げたこの新型コロナウイルスに関する質問を、多くの方

が取り上げていて、既に回答を頂いているような部分もありますが、改めて質問させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 
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コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

 今回は大項目１点のみを伺います。新型コロナウイルスの感染拡大は世界中に広がり、第

二次世界大戦後、最悪の感染拡大となりました。日本でも第２波に入ったとの指摘もありま

すが、緊急事態宣言解除後も感染が広がっています。幸い当市では感染者がいない状態が続

いていますが、影響は市内のあらゆる産業、全ての市民に広がっています。そうした下で感

染拡大を防ぐために新しい生活スタイルの提案がされていますが、新型コロナウイルスの感

染拡大がいつ収束するかは分かりませんし、有効な治療薬やワクチンがいつ開発されるかも

はっきりしません。そうした中で以前と同じ生活に戻ることはできないのではないでしょう

か。 

 生産活動も含め、あらゆる産業に変化が求められてくると思いますが、とりわけ私たちの

生活に関して関連してくると思われる幾つかの分野について市長の考えをお伺いします。 

 最初の質問ですが、小中学校の少人数学級の実現について、市長の見解を伺います。２月

末に国が行った新型コロナウイルス感染症対策のための、小学校・中学校・高等学校及び特

別支援学校における一斉臨時休業の要請により、突然の一斉休業となりました。年度末の卒

業式を間近に控えたこの時期の休業は、異例のことです。生徒をはじめ、先生や保護者も大

変な苦労をされたことと思います。 

そして再開された学校に対して文部科学省は、学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式を発表しました。その中で３つの密、ご

存じのように密閉・密集・密接を避け、ゼロ密を目指すとして身体的距離の確保を推奨して

いますが、現行の 40人学級では、事実上不可能です。そのことが子供や保護者のストレスに

つながっています。 

今後も新たな感染症が流行する危険性を考えるならば、身体的距離の確保が可能な、恒常

的な環境整備が求められます。そのためには１クラス 20人程度にするしかありません。現在

の教員の数からして、すぐには無理なことは承知していますが、身体的距離の確保を新しい

生活様式の重要な一つとして社会全体として取り組んでいるときに、教室を例外とすること

は許されないのではないでしょうか。今回のコロナ禍を契機に、少人数学級の実現に向かう

べきと考えますが、市長の見解を伺います。 

 次に２点目でありますが、産業構造の問題です。中国に追い越されたとはいえ、世界第３

位の経済大国でありながら、マスクがない、防護服もないといった事態でした。これは多国

籍企業の利益第一に、世界的規模で事業展開を推進してきたことに根本原因があるのではな

いでしょうか。世界中どこでも、とにかく安く作られるところで生産し、世界中に売って利

益を上げる、こうした産業構造の見直しを、今回のコロナ禍は求めているのではないでしょ

うか。 

 国民の命や暮らしにかかる重要な部門は国産で手当てできる、そうした産業構造の構築が

求められていると思いますが、いかがでしょうか。 

 さらに言えば、これだけ人の移動制限などが求められる下で、地域規模で社会や経済を構
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築していく必要があるのではないでしょうか。エネルギーなども含めて、できるだけ地産地

消で地域経済を循環させていく、そうした方向を目指すべきではないかと思いますが、市長

の考えを伺います。 

 次に小項目の３点目です。私は昨年の６月議会でも食料自給率の低下や自由貿易協定の問

題で質問いたしました。その中の市長答弁では、農家の保護は必要な部分もあるが、グロー

バル化は避けられないといった内容の答弁を頂いていると思います。しかし、今回のコロナ

禍の下では、状況が大きく変わってきているのではないかと思います。最新の数字では、日

本の食料自給率はカロリーベースで過去最低の 37％に落ち込んでいます。国は引上げの目標

を掲げていますが、残念ながら実効性ある対策が取られず、前年からさらに１％低下してい

ます。 

現在は食料不足というような状態ではなく、天候不順による野菜の高騰が大変なくらいで

すが、今回のコロナ禍で輸出規制をかける国が出てきています。自国の国民を守るためには、

当然な措置だと思います。世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が続き、収束のめども立

たない中、食料安全保障の面からも、自給率の向上は待ったなしの課題になっているのでは

ないでしょうか。 

 そのためには、昨年も話をしましたが、農地の集積、規模拡大一辺倒ではなく、希望する

人が農業を続けられる政策、価格補償や所得補償も含め、農家の保護、育成が必要ではない

でしょうか。改めて、コロナ禍の下で食料自給率の現状について市長の見解を伺います。 

以上、壇上からの質問を終わります。 

○議   長  中沢道夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  中沢議員のご質問に答えてまいります。 

コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

今回は新型コロナウイルスのことが集中しているので、最後まで待ったのは大変だったと

本当に思います。私も、保証はありませんので、もしかするとこの上に立つ最後の一般質問

の答弁になるかもしれません。これだけは分かりませんので、真剣に最後やらせてもらいま

す。 

 ちょっと冗談はさておきまして、コロナ禍の社会のありようについてです。１点目の少人

数学級の実現。新型コロナウイルスで、何でこの話なのかと思ったところ、話を聞いてよく

分かりました。そういう視点からも、少人数制という話であります。このことについて、私

もいろいろ思っているところはありますが、基本的には教育長にこの答弁を先にしてもらっ

て、私の見解ということが、もし必要であれば、また再度ご質問いただければというふうに

思っております。 

 ２点目のほうから答えますので、よろしくお願いします。産業構造の問題であります。本

当にこういうことが露呈したというか、露見したというか、そういう問題だったと思います。

マスク、防護服がない、消毒液がない。ないない尽くしの話から始まりましたが、この中で
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自分が思っていたのは、報道の責任があると、ずっと最初から私が思っていたことがありま

す。マスク騒ぎです。自分の市長コラムにも書きました。たくましさを持とうではないかと。 

今、建設部長は自分の手拭いをああやって使っていますが、私も当初、ハンカチを――あ

の頃はあまりうまくできなかったので、ホチキスで輪ゴムを留めて、しばらくの間、１か月

くらいそればかりつけて、逆にみんなに見てもらおうと思って、つけて歩いていたところも

あったのです。売っているマスクでなければ駄目、テレビでも布マスクは駄目だとか、そう

いうことをまことしやかに言っていた人は、途中から鳴りを潜めましたよね。私はそういう

のを見逃さないのです。 

それが駄目かのように言っていた論調の人たちがいました。しかし、そうではなかった。

今、結果は８割防げるというきちんとした見解が出ています。だから、ないときに何か違う

――ないないねだりというか、そうではなくて、もうちょっとたくましくいこうではないか

ということを、あのとき一言、誰かきちんとした論説者や見解が出ていればどうだったか。

みんながアベノマスクばかり言っていました。私は異常なものだと感じていました。そのと

きに市内のマスクを作れる縫製業者の方が、我々が作れますよ、ということで、いち早くそ

こに飛びついて市は小学校とか中学校にマスクを配布できた。 

 もしも、安倍首相の周りにそういうことを進言できる閣僚がいたり、補佐役がいたとすれ

ば、全国の市町村で縫製業者がないところなどほとんどないと思うのです。そこに向かって

予算をつけた。すぐ作ってください、ということの発想ができたならば――安倍首相がどう

しても外国から持ってこいなどと言ったのではないと私は信じたいのです。そうではないは

ずなのです。それが本当にやはり新型コロナウイルスの中の人心の乱れというか、残念なの

は集中砲火的な批判。そういう中で本質を見失っているというのをずっと感じていて、よう

やくちょっとここに来て冷静さを取り戻している感がありますが、本当は立ち向かえたので

はないか。 

だから、国外にこういう生産拠点を置いているなんて、誰でも分かっていたことであって、

しかしながら、国内でもできるぞというところもあったわけだから、そういうことがもうち

ょっといろいろなことで思いが至れば、全然変わっていたのにという思いがしています。ち

ょっと声が大きくなって申し訳ありませんでしたが。 

 いろいろなことが言えると思います。食料も、先ほどから話が出ているエネルギーもある

と思います。ただ、私どもがやはり冷静に考えなければいけない視点が私はあると思います。

よく最近 100年ほど前のスペイン風邪のことが取り沙汰されて、それ以前がどうであったか。

そしてスペイン風邪の流行後、３波まで来たそうですけれども、その後、世界がどういうふ

うに、第一次大戦とこれは相まっているので、第二次大戦を迎えるまでの歴史間の中で、ス

ペイン風邪の持っていた、実は非常に大きな問題点、その後の世界の動き方。これをやはり

最近よく特集されて、非常に面白くて見ています。 

この中で私も本当にそう思いますが、全て自国でやろう、ついこの間までグローバリズム

と言っていたことを全部一回否定してしまって、全部自国とか、地域だけで固まろうとする
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のは、世界史的に見ても歴史で学んだところの轍を踏んでしまうと思います。保護貿易にな

ったり、自国第一主義、今それが本当に危険だと私は思います。 

なので、バランスだと思います。いろいろな意味で、こういったものを作れる余力を持ち

ながら、技術の継承を絶やさずに、そういったところを保護していきながら、しかしながら、

グローバリズムというか、そういったところは見失わずに、保護貿易一辺倒にならないよう

に。それは必ず経済的な摩擦を引き起こすので、そういうことを配慮してやっていくのが、

歴史から学ぶ点だというふうに思いますし、その視点を忘れてはならないと思います。 

３番目のほうにいきます。答えになりますが、食料自給率の問題です。議員は前にもこう

いう食料自給率の問題を――前に聞かれたとき、私がカロリーのことで聞き違えて、自分の

カロリーの計算みたいなことを言って怒られたことを覚えています。それはもう理解してい

ますけれども、カロリーベースの問題とかでもいろいろ話があります。 

しかし、私がこの食料自給率の問題について思っているのは、議員がお話をされているよ

うに、非常に農業従事者が多かった以前の日本のようにはいかないと私は思います。しかし、

楽しみとか、家庭的なもの、自分の口に入れたいものを作るとか、それから高齢者の方々の

楽しみの中の農業とかというのは、そういうことは思いはせるところはありますが、大きな

意味の日本の食の問題として、我々より前の世代というか、現代に至るちょっと前くらいの、

みんなが農業に従事していた、そういう産業構成は、私はなかなか取り戻すことは難しいと

思います。 

しかし、産業としての農業に携わる人の数はいくらでも増やせると思うのです。一人一人

のやっている農業ではなくて、農業の産業自体に携わる人を増やせば、結果は同じことでは

ないかという思いを私は持っていて、日本はいろいろなことで技術をやり、重厚長大型産業

をやり、最初は織物というか蚕から明治以降立ち上がり、そして、製造業、様々に産業を頑

張ってやってきた。しかし、今思うのは、これからの世界は恐らく農業というか、食料と水、

環境というものになると考えれば、日本がその高い技術力を保持しながら、そして優秀な国

民性を維持しつつやっていくには、農業とか水とか環境、こういったところで力を発揮して

いく、技術を発揮していくこと、これがあると思います。 

世界的に必ず、食を豊かにしてくれて、よく言われないことはないと思うので、食料を生

産する――例えば砂漠でもやっている方々も、もちろんもう出てきているわけですけれども、

そういったところで食を豊かにする技術をやっていく国家というか、そういう像を目指すの

が――何かもっと議員と議論したいところもありますが、ちょっとやめますけれども――そ

ういうことが農業、食料問題、こういったものを語るときに、我々の国のこれからのありよ

うとかを一緒に語るべきところではないのかという気がしております。 

もう一回、一人一人が農業の土地を持って復活していくというのは、歴史的な後戻りはな

かなか困難ではないかと思うが、技術によっての農業に携わるということは、若い世代も含

めて新しい視点だと思っているので、必ずそういうふうに進んでいくだろうというふうに考

えているところであります。 
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以上です。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

それでは、１点目の小中学校の少人数学級の実現について答弁したいと思います。コロナ

禍を契機に少人数学級の実現を、というそのお考えにつきましては、大変大事なところをご

指摘いただきまして、しっかりと受け止めたいと思っております。 

少人数学級については、国、県ともに早期の実現に向けた検討を十数年来続けております。

今年２月から４月にかけても、文部科学省が教育関係団体へのヒアリングを開催し、例えば

全国都道府県教育長協議会や全国都市教育長会議、日本ＰＴＡ全国協議会など関係団体と行

いました。その多くが少人数学級の実現が望ましいとしております。 

当市としましても、教育効果、そして議員からご指摘いただいていますように、感染症予

防の面からも、その必要性を十分に認識しております。 

一方で、少人数学級の実現には教員等の配置、そして教室等の施設設備の改善が必要でご

ざいます。県教育委員会との協議や市の施策全体での検討等を進めていく必要があることが

現実でございます。 

義務教育標準法と呼ばれる、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律というものがございますが、そこでは１学級の児童生徒については、上限は通常学級

で 40 人、小学校１年生のみ 35 人、特別支援学級では８人と規定されておりますのは、議員

ご承知のとおりでございます。 

新潟県では小学校１年生、２年生は 32 人以下、ほかの全学年が 35 人以下となりますよう

予算措置及び教員配置が行われています。南魚沼市内では、全ての学校におきまして、県が

基準としております人数以下になっております。 

また、今年度は新型コロナウイルス対策ということもあり、国、県の補正予算等で３名の

講師やスクールサポートスタッフが配置されていますし、今後も少人数指導のための職員配

置が計画されています。しかし、これは今年度限りの特別な措置でございます。 

冒頭に申し上げましたように、少人数学級、これは大変重要な大切なものだと考えており

ます。恒常的な少人数学級の実現に向けて、各方面と確実に協議を繰り返し、検討を継続し、

早期に実現するよう努力をしてまいりたいと存じます。 

以上でございます。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

ありがとうございました。では、１点目のほうから再質問させていただきたいと思います。

私は、距離を取るには 20人という話をしたのですが、今現在、中学校は大規模なので、20人

以下というのはないと思うのですけれども、小学校で今、20人以下の学級編制になっている

クラスが何クラスくらいあるか、ちょっと教えていただけますか。 

○議   長  教育長。 
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○教 育 長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

20 人以下の学級でございますが、議員がおっしゃるとおり、中学校におきましては 20 人

以下はございません。 

 小学校におきましては、46 学級が 20 人以下です。小学校の全体の数が 123 学級でござい

ますので、３分の１程度が 20人以下の学級だろうというふうに捉えております。 

以上です。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

ありがとうございました。今回の新型コロナウイルスの対応で、南魚沼市では行っていま

せんが、感染の広がった地域では、学校が再開された直後には分散登校ということで、都会

なんかは特に１クラスの人数が多いわけで、それを午前と午後に分けて登校させると。そう

すると完全に 40 人学級でも 20 人以下には当然なるわけで、そうした取組を行ったところも

あるそうです。 

そういう中で、教師が一人一人に目が行き届いて非常に充実した内容になったというよう

な報告も聞いているのです。当然、教員の皆さんは２回同じ授業を行うということで、恒常

的に続けるには教員の皆さんを増員するしかないわけですが、ぜひとも、先ほど教育長のほ

うから今後もそういうふうにやっていきたいということでお話ありました。 

そういう意味からも、やはり少人数学級というのは必要だと思いますし、先ほどお聞きし

ましたら３分の１以上は 20人以下というふうになっているわけで、そういう点ではほかの皆

さんにも同じような環境を提供するという意味でも、ぜひ、実現していただきたいと思いま

す。もう一度その辺のところがあったら、お願いします。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

新型コロナウイルス感染の中で感染のレベルが極めて高いところにつきましては、議員が

おっしゃるとおりに、密を避けるために分散で行うことを実施されている地域がございまし

た。そういう状況にならないように感染防止に努めたいところであります。少人数学級の実

現につきましては、やはり繰り返し関係機関、関係の団体と協議しながら、しっかりとどう

いうことが可能なのかを見極めて進めてまいりたいと思います。 

 少人数学級の大切さにつきましては、共有するものでございますので、そういう方向が実

現することを願っております。 

以上でございます。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

ありがとうございます。この少人数学級については、今年の７月２日付で全国知事会会長、

それから全国市長会会長、あと全国町村会会長の三者の連名で、「新しい時代の学びの環境整

備に向けた緊急提言」というのが出されていまして、政府に要望を行っているわけですが、
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少人数編制を可能とする教員の確保を求めています。 

コロナ禍で大変な思いをしている子供たちの学びを保障するためにも、少人数学級を求め

る動きが広がっている今こそ、実現に踏み出すべきではないかと思いますが、市長会会長も

連名で出ているわけで、そういう点で市長からも考えをお聞かせ願います。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

出ているかと思います。やはり少人数でやっていくのは、本当に私はいいなと思います。

子供は減っているわけですし、新型コロナウイルスではなくても、十分、そういうふうな方

向に行くべきだと私は思っています。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

新型コロナウイルスで大変な思いをした子供たちに、少人数学級をプレゼントするように、

今後とも市長、教育長も含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２点目に移りたいと思います。２点目に関わって再度、質問をさせていただき

ます。 

 この間のいろいろやり取りの中で、一般質問で大分大勢の方が新型コロナウイルスに関わ

った質問をしてきました。市長の答弁の中でも――これは私の感じですが、コロナ禍の後、

地域経済はなかなか新型コロナウイルス以前と同じには戻れないと。ある意味、私はちょっ

と大げさに産業構造というような言い方をしましたけれども、そういう構築が必要ではない

かという点では一致するのではないかと思います。その中身はちょっと別に置いておくとし

て、全く以前と同じには戻れないというふうに思いますが、その点をまず確認をしておきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

以前そっくりに戻るというのは、ちょっと難しいのではないかと思います。いろいろな気

がつきも今回あったわけですから。製造業が国外だけに全部行ってしまって、本当に空洞化

してしまった部分とか、そこについてはどうやろうかということが、恐らく国のほうとかで

もそういうところに力を入れてくるところもあるとは思います。 

総論的にいえば、以前のように 100％戻らないかもしれないけれども、しかし、さっき言っ

たように、まるで自国で全部やるとか、そういう発想はできないだろうと思っているので、

バランスがやはり出てくるのではないかというふうに考えます。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

当然、100％は戻りはしないと思いますし、やはり今のコロナ禍で産業構造のありようとい

うのが変わってくるのではないかと、変わっていかなければならないのではないかというふ

うに私は考えているわけですが、では、どういう方向になっていけばいいのかということで
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す。 

専門家なんかもよく言っていますが、今回の新型コロナウイルスの感染症は、長引く可能

性もあると。日本はＳＡＲＳとかＭＥＲＳとかは入ってきませんでしたけれども、世界中で

はしょっちゅうこの感染症というのは広がっているわけです。そういう中では、今後も新種

の感染症が度々流行するのではないかと指摘をされています。グローバル化によってもたら

された感染症爆発のリスクを回避するためには、地元資源を生かした、地域内経済循環を基

本にした相互依存による持続的な地域社会をつくっていくことが求められているのではない

かと、私は考えています。 

 今回話題になっているプレミアム付き飲食・宿泊券の際にも、市長も強調したように、人

の移動が制限される中で、地元の皆さんから支えていただかなければ、地域経済が回らない

と、こういった趣旨の話をしていたわけですが、実際そうなわけです。そうだと思います。

そういう点で、今後はこうした経済循環を目指す必要があるのではないでしょうか。 

もちろん、今現在ほど人の移動がなくてもいいと言っているわけではありませんし、先ほ

ど市長も言われたように 100％自国で全部すると言っているわけでもありませんが、ただ、観

光需要なども含めて、今すぐに元に戻るということは考えられません。私も村の知り合い 10

人くらいと年に一遍くらいは、大型バスに乗って１泊旅行に行って、そして着いた先では宴

会をして帰ってくるというようなことをずっとこの間やってきたのですが、とても今はそう

いうことは考えられないわけです。 

ですから、そういう点ではすぐに戻るということは考えられないと思うので、当面はやは

り地元、それから近隣の皆さんと助け合っていくしかないのではないかというふうに私は思

っているのです。その点、市長のお考えを再度、伺います。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

何というか、私も言葉が足りないというか、地域内の循環をさせるということは、十分や

りながらです。だから、広義の意味の日本の産業経済の転換とか、そういうことの視点かと

思っていたので、ああいう答弁になってしまうのですけれども。うちの市で考えたらどうい

うことかといえば、例えば十勝の話をよくこの議会でやりますが、十勝は自給率が 300％と

か、もちろん農業地域なので当たり前といえば当たり前ですけれども、そろっている物がす

ごく豊かなのです。 

そういったことも含めて、例えば件数を見ても、私どものほうはちょっと畜産が弱いのか

なと、本当に思うではないですか。そういったことはいろいろな問題もありますけれども、

そういうところ――農業でいえばです。でも、全部を自分のところでやれるなんていうのは

ちょっと思えないので、その辺は自分たちの自給というか、そういうことの産業を、自分た

ちの地域で完結できるような形を目指しながらだけれども、外側とはきちんと結びついてい

かないと、ちょっと、羹に懲りて膾を吹き過ぎてもいけないというか、そんな感じが私はす

るのですが。ちょっと言葉がふさわしくなかったか。ちょっと答えにくい問題です。 
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産業形態が変わっていくだろうとはちょっと思うけれども、それに合わせて我々が全部つ

くり直せるかというと、そこまではいかないと思うので、しかし、いろいろな意味で今回経

験したことを踏まえてやっていかなければならないということは、おっしゃるとおりだと思

っています。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

広く世界もそうですし、国内、あとこの地域も含めて、やはり相当変わっていかなければ

ならないのではないかというつもりで、私はちょっと話をさせてもらっています。 

 今、話題になっていますけれども、ここで誘致した企業が撤退して、大勢失業者が生まれ

るというような懸念が出ているわけですが、一方では介護人材は慢性的な人手不足が続いて

いて、矛盾が広がっているわけです。簡単にこっちがなくなったからこっちへ行けというわ

けにはなかなかいかないのは当然ですが、地域のニーズに合った産業構造、あと地域資源―

―これまでいろいろ今回の一般質問の中でも出されて触れられていますが、雪資源やこの地

域の自然、それから食料、そういうことを徹底的に活用した産業振興が求められているので

はないかという思いでのお話ですが、その点はいかがですか。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

ここはちょっと言葉が思い浮かばないというか、それは必要なことだと思います……。必

要なことだと思っています。 

もうちょっと質問の部分を明確にやってもらいたいと――言われることはよく分かります

が、そういうふうに近づけていきたいと思ってはおりますと、これしか答えようがないと私

は思います。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

すみません、うまく伝わらなくて申し訳ないです。いろいろな資源というのが、我々が知

らないものも、この地域にはいろいろ眠っているものもあるのではないかというような思い

も私はあるのです。そういう可能性のあるものは、やはり掘り起こしてでも活用していくと、

そういう対応というのも、姿勢というのも本当に必要なのではないかという思いもあって話

をしました。 

その辺、今、この地域に眠っている宝物を掘り出すと、そういう作業も必要ではないかと

思いますが、そういう点ではいかがですか。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

私の力では全部はできません。なので、いろいろな方々、もちろん議員の皆さんもそうで

すし、今回、何回も話を出してちょっと申し訳ないと思いますが、例えば、松井利夫さんが

考えている人材の育成のことは、まさにそういうことではないでしょうか。この地域で何を
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起こしていったらいいのだという視点。特に若い世代も含めて考えていくこと。そういう中

から宝物は膝元にあると、私もよくこの言葉を使いますが、足下に泉あり。 

だから、これまでは観光も何か、よそのはやりものを取り入れようと――我々の子供の頃

から、観光のイメージというのは、例えば豪奢で、そういった施設を造ったり、例えばゲー

ムセンターがあることが大事だとか、昔ですよ、ディスコがあることが大事だとか――大分

古い話になりましたけれども、そういうことから入っていっているではないですか。 

しかし、今は随分変わって、足下に泉ありと、自分たちの持っているものをもう一度見つ

め直して、磨き上げていこうというか、そこに価値を見出して、外から来る人にもそこの価

値を認めてもらうことが観光の一番の主眼になってきているという、随分、さま変わりして

いる。 

同じことが産業にも言える。必ず眠っているはずだと思うし、あるものから発想して、新

しいビジネスが生まれていくということも当然、あるわけでしょうから、そういう意味で捉

えさせていただければ、考えは同じだと、そういうふうに私も思います。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

ぜひ、その点では一丸となってやっていく必要があるのではないかというふうに思います。 

 今回のコロナ禍というのは、実際には誰も経験したことがないわけです。全てのことが皆

さん初めての経験なわけで、簡単に答えが出るような問題でもないというふうに思っていま

す。それだけに、皆で知恵と力を合わせて最善の方向を模索していく必要があると思います。 

では、この２問目の最後にもう一度、市長からその辺の取組について見解があったらお願

いします。 

○議   長  意味が分かりますか……。 

市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

あまり重く受け止めないで聞いてください。もう一回頑張れというふうに聞こえてなりま

せんが、市民一丸となって頑張っていかなければならないと思います。それはちょっと冗談

です。 

 本当にそのとおりだと思います。経験がないですよね。何か、まだこういうのがずっと続

くのではないかと、新型コロナウイルスだけではないぞという思い。でも、歴史は、どんな

先人もいろいろなことをやはり乗り越えてきた。そして我々が今いるはずなので、あまり臆

するだけではなくて、下を向くだけではなくて、必ず朝が来るというか、そういうことがあ

るので、頑張っていきましょう。私も一緒に頑張らせてもらいたいと思っています。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

本当に力を合わせていく必要があると思いますし、それこそ明けない夜はないという言葉

もありますので、解決に向けてやっていく必要があると思います。 
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 では、最後の３点目の食料自給率の問題ですが、国では令和 12年の目標として、カロリー

ベースで 45％、金額ベースでは 75％の目標を掲げています。私は今、国が進めている施策で

目標達成はなかなかできないのではないか、逆に下がるような。所得補償もみんな、やめて

しまうような流れの中では、とても実現できないのではないかという気がするのですが、そ

の点を市長は、どういうふうに受け止めていますでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

そういう点では、議員が現状を見て、そうは国が言っているようにならないぞということ

があるのかもしれません。しかし、今回の新型コロナウイルスを見たり、自分なりに思いを

持って、いろいろ世の中のことを、自分の目でですよ、見ていると、食料関係というか、食の

関係にものを考え始める企業というのが多くなってくるのではないかと、さっきの答弁でも

言いましたが、そういうことを非常に考え出すと私は思っているのです。 

 なので、例えば今現在の食料自給率の問題とかを語っていても、すぐにはぱっとならない

かもしれないけれども、非常にいい意味で高品質、そして質が高い労働環境、そして今の農

学部に学ぼうとする若者たちの流れ。女性が特に多いですね、女子学生が多いのです。そう

いうことも含めて考えたときに、ただ農ではないから、農はそこから薬学的なものの発想を

していく人たちもいっぱいいるし、それが何か世界平和の実現にと思って携わる、若者の青

年層もいるかもしれません。 

青年海外協力隊から始まった問題は、戦後です。世界に飛び出して行こうとする若い人た

ち。これが今度は水のものや、例えば農地化、緑地化するためにすごく命がけで頑張ってい

る。この間亡くなった中村先生もそうでした。そういうことも含めてなっていくわけで、こ

れからは食ではないかと。 

食料争奪戦というよく言われていることが現実化してくる。地球温暖化というのはそうい

うのを引き起こすと、もうみんな気がつき始めている。そこに向かっていくだろうと思うの

で、今現状の食料自給率だけを語っていても、何かそれは数字だけいつも語っているだけで

――僕らはよくありますけれども、その先に何があるのだというところが議論されていくと、

見えてくるはずだと信じたいので、これをもって答弁にさせていただきたいと思います。日

本の技術力も含めて、必ずそっちに向かうと私は思いますけれども。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

その辺はちょっと市長と考えが若干違うところではないかと思うのです。今の地球温暖化

の中では、当然、世界的な食料難になる、食料危機が来るということは言われていますし、

私もそう思います。そういう点では、日本の農業が見直されるときというのは必ず来ると思

っています。 

ただ、今、喫緊に――例えば、この新型コロナウイルスの中ですが、２つ目の質問でも触

れましたけれども、世界中がグローバル化一辺倒ではなく、今後の社会のありようを模索し
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ている中では、国民の命を守ることに直結する食料問題は、待ったなしの課題なわけです。

この秋の米価の暴落も大変心配ですが、実効性のある自給率向上を国に対してもきちんと強

力に求めていくことは必要ではないかというふうに思います。そういう点ではいかがでしょ

うか。 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

ちょっと質問させてください。 

○議   長  はい、どうぞ。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

 国に求めていくということですか……（「国に対して要請して」と叫ぶ者あり）国に対して

私が要請していけということですか……（「はい」と叫ぶ者あり） 

○議   長  市長。 

○市   長  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

もちろん、それは市長会とかでも、いろいろこういうテーマというのは話し合われている

ので、あると思います。そういう姿勢をもって、だから市長会とかに行っても、私が国に直

接言いに行くということはないかもしれません。が、市長会とかを通じて、そこに賛同しな

いということももちろんありませんし、そういうことで解釈していただければと思います。 

自給率を上げていけということは、先ほどから言っているように、私も全然考えはたがえ

ていませんので、そうあるべきだというふうに思っています。それがあってこそ、世界に向

けて食料のことを語ることができるわけだから、という思いからもそのとおりと思っていま

す。 

 国に私がちょっと要請するかどうかは分かりません。市長会としては意見は一致していま

すので、一緒になって進みます。 

○議   長  ５番・中沢道夫君。 

○中沢道夫君  コロナ禍後の社会のありようについて、市長の見解を伺う 

分かりました。ぜひ、市長会等通じて、やはり国に、本当に国民の命を守る基本ですから、

そういう点では強力に働きかけていっていただきたいと思いますし、この地域の基幹産業で

ある農業が本当に継続していけるように、今後も努力していっていただくことを期待しまし

て、私の一般質問を終わります。 

○議   長  以上で中沢道夫君の一般質問を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで散会したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  異議なしと認めます。よって、本日はこれで散会することに決定いたしま

した。 

○議   長  本日はこれで散会いたします。 
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次の本会議は、明日９月 10 日午前９時 30 分、当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでし

た。 

〔午後２時 32分〕 
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